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令和３年度決算審査特別委員会（第４回） 

 

令和４年９月１２日（月曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 認定第１号 令和３年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 認定第２号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第３号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第４号 令和３年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第５号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第６号 令和３年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 認定第７号 令和３年度七飯町下水道事業会計決算認定について 

 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

  委 員 長   平 松 俊 一      副委員長   若 山 雅 行 

  委  員   横 田 有 一      委  員   池 田 誠 悦 

  委  員   田 村 敏 郎      委  員   稲 垣 明 美 

  委  員   畑 中 静 一      委  員   長谷川 生 人 

  委  員   上 野 武 彦      委  員   坂 本   繁 

  委  員   澤 出 明 宏      委  員   中 島 勝 也 

  委  員   川 村 主 税      委  員   江 口 勝 幸 

  委  員   川 上 弘 一      委  員   青 山 金 助 

   ────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（５名） 

   住 民 課 長           清 野 真 里     福 祉 課 長           村 山 德 收  

   環 境 生 活 課 長           福 川 晃 也     子 育 て 支 援 課 長           川 崎 惠 子  

   健 康 推 進 課 長           岩 上   剛  

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           広 部 美 幸     書 記           山 本 翔 大  

   書 記           三 浦 蒼 生 
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午前１０時００分 開会 

○平松委員長 皆さんおはようございます。 

 ただいまより、令和３年度決算審査特別委員会

第４回目を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日は、住民課、福祉課、環境生活課、子育

て支援課、健康推進課の予定であります。 

 委員の皆さんには、報告書に記載したい内容

や討論で話したい内容がある場合は、必ず決算

審査の審議の中で担当課に質疑を行うようにお

願いをいたします。 

 それでは、最初に住民課の審査を行います。 

 住民課長、御苦労さまです。 

 資料の決算審査の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、住民課長、特別会計についても併

せて説明をお願いします。 

 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、令和３年度住民課の

決算状況を説明いたします。 

 共通様式１番、事業決算名、大沼出張所運営費

は、当初予算額５１万４,０００円で、補正予算

額２９万４,０００円、予算現額は８０万８,０

００円、支出済額は６８万２,３０４円、不用額

１２万５,６９６円、執行率は８４.４％でござ

います。 

 補正予算の主なものは記載のとおりでござい

ます。 

 主な支出の内容は、施設管理に係る消耗品、

燃料、光熱水費などで、支出金額は記載のとお

りでございます。 

 次に、２番、大中山出張所運営費です。当初

予算額１１８万１,０００円、補正予算額マイナ

ス４万３,０００円、予算現額は１１３万８,０

００円、支出済額１０８万８,７００円、不用額

４万９,３００円、執行率は９５.７％でござい

ます。 

 補正予算の主なものは記載のとおりでござい

ます。 

 主な支出の内容は、施設管理に係る消耗品、

燃料、光熱水費などで、支出額は記載のとおり

となっております。 

 次の３番、事業決算名、地域防犯等対策費

は、当初予算額及び予算現額３,６５９万９,０

００円、支出済額は３,６５８万９,６９５円、

不用額９,３０５円、執行率は１００％でござい

ます。 

 主な支出は、使用料及び賃借料のＬＥＤリー

ス料及び負担金、補助及び交付金の外灯維持費

助成金、外灯新設改良助成金などでございま

す。 

 次のページになります。 

 ４番、交通安全対策費で、当初予算額８８６

万６,０００円、補正予算額５１万１,０００

円、予算現額９３７万７,０００円、支出済額は

９１８万８,３９３円、不用額１８万８,６０７

円、執行率は９８％でございます。 

 補正予算の主な内容は記載のとおりとなって

おります。 

 主な支出は、報償費の女性交通指導員の３名

分、高齢者運転免許証自主返納１２１件分、工

事請負費の道路反射鏡設置工事費等に係るも

の、負担金、補助及び交付金の交通安全推進委

員会補助金などでございます。 

 次に、５番、交通安全指導車管理費は、当初

予算額１８０万円、補正予算額は２万８,０００

円、予算現額１８２万８,０００円、支出済額１

８１万１,２７８円、不用額１万６,７２２円、

執行率９９.１％でございます。 

 補正予算の主な内容は記載のとおりとなって

おります。 

 主な支出は、交通安全指導車４台分の維持管

理となってございます。 

 続きまして、６番、戸籍住民基本台帳費は、

当初予算額３,６４４万１,０００円、補正予算

額マイナス５６万１,０００円、予算現額３,５

８８万円、支出済額３,４７３万９,９３３円、

不用額は１１４万６７円、執行率は９６.８％で

ございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源

は、記載のとおりとなっております。 

 主な支出といたしまして、役務費の住基ネッ

トワーク専用回線通信料、委託料、戸籍総合シ
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ステム保守ほか４業務、使用料、賃借料は、住

基ネットワークシステム環境使用料ほか２業

務、備品購入の住基ネットワークシステム機器

等及び戸籍総合システム機器等譲渡取得、負担

金の個人番号カード交付事業負担金などでござ

います。 

 なお、役務費の手数料予算不足のため、需用

費より８万３,０００円流用しております。 

 次のページになります。 

 ７番、社会福祉総務費（国保年金）は、当初

予算額、予算現額７３万２,０００円、支出済額

は７０万７,５０１円、不用額は２万４,４９９

円、執行率は９６.７％でございます。 

 この事業の特定財源としての歳入について

は、記載のとおりとなっております。 

 主な支出は、年金事務に係る消耗品、電話

料、委託料などの支出となっております。 

 続きまして、８番、国民健康保険特別会計繰

出金は、当初予算額３億２,０１１万８,０００

円、補正予算額１,６４３万１,０００円、予算

現額３億３,６５４万９,０００円、支出済額３

億３,２１９万５,３０７円、不用額４３５万３,

６９３円、執行率は９８.７％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとなってございま

す。 

 主な支出は、国民健康保険特別会計への繰出

金となっております。 

 続きまして、９番、高齢者医療助成費は、当

初予算額５億４,１７２万６,０００円、補正予

算額マイナス３,０４７万５,０００円で、予算

現額５億１,１２５万１,０００円、支出済額５

億１,１１９万４,９５３円、不用額は５万６,０

４７円、執行率は１００％となっております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとなっておりま

す。 

 主な支出は、負担金、北海道後期高齢者医療

広域連合への療養給付費負担金などになってお

ります。 

 次のページになります。 

 １０番、障がい者医療助成費は、当初予算額

１億２,５９８万３,０００円、補正予算額８４

６万６,０００円、予算現額１億３,４４４万９,

０００円、支出済額は１億３,０４８万８,４２

２円、不用額３９６万５７８円、執行率は９７.

１％となっております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとでございます。 

 主な支出では、役務費の国保連への調査支払

手数料と医療機関などへの請求事務手数料、扶

助費の医療費自己負担の助成となっておりま

す。 

 続きまして、１１番、事業決算名、児童福祉

総務費は、国に係る事業で、補正予算額、予算

現額２６万６,０００円、支出済額は２６万６,

０００円、不用額はなく、執行率は１００％と

なっております。 

 補正予算の主な内容は記載のとおりとなって

おります。 

 この事業は、国の新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている子育て世帯への緊急経済対

策のための令和２年度事業の事務費に係る前年

度精算返還金となっております。 

 続きまして、１２番、事業決算名、児童手当

支給費は、当初予算額３億９,３７３万９,００

０円、補正予算額マイナス７０９万６,０００

円、予算現額３億８,６６４万３,０００円、支

出済額は３億８,６６２万２,５１３円、不用額

は２万４８７円、執行率は１００％となってお

ります。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとなってございま

す。 

 主な支出といたしまして、扶助費の児童手当

となってございます。 

 次のページになります。 

 １３番、事業決算名、子育て世帯生活支援特

別給付金給付事業は、国に係る新規事業で、補

正予算額及び予算現額１,０９１万２,０００

円、支出済額１,０６０万６,７２５円、不用額

３０万５,２７５円、執行率は９７.２％となっ

ております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と
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しての歳入は、記載のとおりとなっておりま

す。 

 この事業は、国の新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている低所得者の子育て世帯への

緊急経済対策のための事業で、主な支出は、報

償費から役務費までの事務費、負担金、補助及

び交付金の子育て世帯生活支援特別給付金、１

人当たり５万円、２０２人分となっておりま

す。 

 続きまして、１４番、事業決算名、子育て世

帯への臨時特別給付金事業費は、国に係る新規

事業で、補正予算額及び予算現額４億１,４２６

万３,０００円、支出済額は４億１,０２５万７,

３２６円、翌年度繰越額は１５０万円、不用額

は２５０万５,６７４円で、執行率は９９.４％

となっております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとなっておりま

す。 

 この事業は、国の新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている子育て世帯への緊急経済対

策のための事業で、主な支出は、報償費から委

託料までの事務費、負担金、補助及び交付金で

は子育て世帯への臨時特別給付金、１人当たり

１０万円の４,０６８人分となっております。 

 続きまして、１５番、子育て世帯への臨時特

別給付金事業費は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用した新規事業

で、補正予算額及び予算現額１,２０２万７,０

００円、支出済額は１,００１万４,０８０円、

不用額は２０１万２,９２０円、執行率は８３.

３％となっております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとなっておりま

す。 

 この事業は、国の子育て世帯への臨時給付事

業に合わせ、国の基準により対象外となった世

帯への町独自の対応として、給付対象を拡大

し、給付するための事業となっております。 

 主な支出は、役務費と負担金、補助及び交付

金で、子育て世帯への臨時特別給付金、１人当

たり１０万円、１００人分となっております。 

 次のページになります。 

 １６番、子ども医療助成費は、当初予算額１

億６５５万１,０００円、補正予算額２６７万

１,０００円、予算現額１億９２２万２,０００

円、支出済額は１億５７７万２,５５８円、不用

額３４４万９,４４２円、執行率は９６.８％で

ございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりとなっておりま

す。 

 主な支出といたしまして、役務費の国保連へ

の調査支払い手数料と医療機関などへの請求事

務手数料、扶助費の医療費自己負担の助成と

なっております。 

 次に、共通様式の最後になります。 

 １７番、ひとり親家庭等医療扶助費で、当初

予算額４,４１７万７,０００円、補正予算額４

２２万７,０００円、予算現額４,８４０万４,０

００円、支出済額は４,７１９万３,３４４円、

不用額は１２１万６５６円、執行率は９７.５％

となっております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源と

しての歳入は、記載のとおりでございます。 

 主な支出は、役務費の国保連への調査支払手

数料と医療機関への請求事務手数料、扶助費の

医療費自己負担の助成の支出となっておりま

す。 

 以上で、一般会計の共通様式の説明を終わり

ます。 

 続きまして、資料について御説明いたしま

す。 

 次のページになります。 

 様式２の予算流用の状況は、戸籍住民台帳

費、役務費手数料の予算不足のため、８万３,０

００円を需用費より流用しております。 

 一般会計につきましては、以上でございま

す。 

 それでは、国民健康保険特別会計に移らせて

いただきます。 

 決算書により説明させていただきます。 

 それでは、令和３年度七飯町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算書の２４５ページをお開き
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ください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額が３４億

３,２６９万８５４円に対し、歳出総額は３３億

５,１９７万８,００５円で、歳入歳出差引額は

８,０７１万２,８４９円となっております。 

 次に、２４６ページ、２４７ページは、歳入

の款項ごとの決算状況になっており、２４８

ページ、２５１ページは、歳出の款項ごとの決

算状況となっております。 

 それでは、２５４ページ、２５５ページの歳

入から御説明申し上げます。 

 １款国民健康保険税の状況ですが、前年度分

と滞納分を合わせた収入済額は６億１,４６０万

２１６円で、前年比１,２４８万９,１３２円、

２.１％の増となっております。 

 ２款国庫支出金の収入済額は１３０万４,００

０円で、内容は、新型コロナウイルス感染症に

係る国民健康保険税減免に対する災害等臨時特

例補助金、前年度比４６３万９,０００円、７

８.６％の減となっております。 

 次の２５６ページ、２５７ページ、３款道支

出金については、一般被保険者に係る医療費等

に対する道負担補助金でございます。収入済額

は２３億９,２１５万１,２５４円で、前年度比

７１万５１６円、０.０３％の減となっておりま

す。 

 内訳は、１項１目保険給付費等交付金から、

２項１目財政安定化基金交付金まで、記載のと

おりとなっております。 

 ４款財産収入の収入済額は、１万５,８８３円

となっております。 

 ５款繰入金１項１目一般会計繰入金は、３億

３,２１９万５,３０７円、前年度比１,０１６万

９,８８１円、３.２％の増となっております。 

 内訳は、１項１目一般会計繰入金から、次の

２５８、２５９ページの２項１目国民健康保険

財政調整基金繰入金まで、記載のとおりとなっ

てございます。 

 ６款繰越金の収入済額は、８,３１２万８,２

７８円でございます。 

 ７款諸収入、収入済額は９２６万５,９１６

円、前年度比９７万１,４８０円、９.５％の減

となっております。 

 内容は、１項延滞金、加算金及び過料１目一

般被保険者延滞金が３９１万１,３５１円で、２

項雑入１目一般保険者等第三者納付金が５２９

万１,２３６円、２目一般被保険者返納金が８万

２,０７１円、３目雑入が１万１,２５８円と

なってございます。 

 次は、歳出に移らせていただきます。 

 国保２６２ページ、２６３ページを御覧願い

ます。 

 １款総務費は、主に国保の運営に係る経費で

ございます。総務費の決算額は７,５９８万６,

６１５円で、前年度決算額に比べて２,７９６万

１,５８０円、５８.２％の増となっておりま

す。 

 １項総務管理費は、予算現額７,０２８万３,

０００円に対しまして、支出済額は６,６８８万

３,１１３円、不用額は３３９万９,８８７円、

執行率は９５.２％となっております。 

 主な支出は、１目一般管理の事業名、一般管

理費国保事業で、役務費の郵便料、電話料合わ

せて９９万７,３３１円。委託料では、国保共同

電算ほか委託料、国保システム改修委託料、合

わせまして１,７４１万３,０６５円。使用料及

び賃借料のシステム使用料１００万６,５００

円。負担金、補助及び交付金では、北海道国保

団体連合会負担金から北海道クラウド運用負担

金まで、合わせて２,１９９万６,６７４円と

なっております。 

 次に、事業名、国保事務職員人件費について

は、国保従事者４名分の人件費が計上されてご

ざいます。 

 次に、２６４ページ、２６５ページになりま

す。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費は、予算現額４２

万２,０００円に対しまして、支出済額が３１万

７,４９２円、不用額は１０万４,５０８円、執

行率は７２％でございます。 

 主な支出は、事業名、賦課事務費では、役務

費が郵便料で３１万７,４９２円となっており、

事業名、国保徴収事務費では、役務費の郵便

料、振替振込手数料合わせまして１２０万１,３
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５０円、負担金、補助及び交付金の渡島・檜山

地方税滞納整理機構負担金として納税貯蓄組合

事務費補助金、合わせまして１５１万１,５００

円となっております。 

 ３項運営協議会費１目運営協議会費は、予算

現額２０万５,０００円に対しまして、支出済額

は１１万９,６００円、不用額は８万５,４００

円で、執行率は５８.３％でございます。 

 主な支出は、事業名、運営協議会費で、運営

協議会１回分の開催を支出してございます。 

 ４項特別対策事業費は、予算現額６３８万円

に対しまして、支出済額５９５万３,５６０円、

不用額は４２万６,４４０円で、執行率は９３.

３％でございます。 

 １目医療費適正化特別対策事業費の主な支出

は、委託料のレセプト点検委託料、ジェネリッ

ク医療費変更差額通知書作成委託料、合わせて

１３５万６,８００円などでございます。 

 また、２目収納率向上特別対策事業費の主な

支出は、事業名、収納率向上特別対策事業費で

は、徴収事務に係る会計年度任用職員１名分の

報酬、職員手当などを支出しております。 

 次に、事業名、国保公用車管理費では、公用

車１台分の管理を支出しております。 

 続きまして、２６８ページ、２６９ページの

２款保険給付費です。保険給付費は、療養の給

付費等に係る経費となっております。保険給付

費の決算額は２３億４,３１４万５,６０９円、

前年度決算に比べ２,５６４万５,５８１円、１.

１％の減となっております。 

 療養諸費は、予算現額２０億９,０４１万７,

０００円に対し、支出済額２０億１,７２２万

２,０１７円、不用額８,１１９万４,９８３円、

執行率は９６.１％でございます。 

 １目療養給付費から３目審査支払手数料まで

は、記載のとおりの支出となっております。 

 ２項高額療養費は、予算現額３億２,９９５万

８,０００円に対し、支出済額３億２,１２０万

１,８６７円、不用額が８７５万６,１３３円、

執行率９７.３％となっております。 

 １目高額療養費及び２目高額介護合算療養費

は、記載のとおりの支出となっております。 

 ３項移送費は、予算現額３０万円に対し、支

出済額はなしでございます。 

 ４項出産育児諸費は、予算現額５０５万円に

対し、支出済額２９３万９,２４０円、不用額２

１１万７６０円で、執行率は５８.２％となって

おります。支出済額は前年度より２６２万１,７

０６円、４７.１％の減となっております。 

 主な支出は、１目の出産育児一時金の２９３

万７,９８０円、また、２目の審査支払手数料

１,２６０円となっております。 

 ２７０ページ、２７１ページになります。 

 ５項葬祭諸費１目葬祭費は、予算現額１５０

万円に対し、支出済額１４１万円、不用額が９

万円、執行率は９４％となっております。支出

済額は前年度より６０万円、４.４％の増となっ

ております。 

 ６項傷病手当金は、予算現額１１１万円に対

し、支出済額は３７万２,４８５円、不用額は７

３万７,５１５円、執行率は３３.６％となって

おります。 

 続きまして、２７２ページ、２７３ページ、

３款国民健康保険事業費納付金です。国民健康

保険事業費納付金は、国民健康保険事業に係る

経費でございます。国民健康保険事業費納付金

の決算額は８億８９万７,０００円で、前年度に

比べ１,８２０万円、２.２％の減となっており

ます。 

 １項医療給付費分は、予算現額５億８,７６０

万円に対し、支出済額５億８,７６０万円、不用

額はなく、執行率は１００％となっておりま

す。 

 １目一般被保険者医療給付費分、２目退職被

保険者等医療給付費分は、記載のとおりとなっ

ております。 

 ２項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医

療制度に係る支援経費で、予算現額１億６,３３

３万６,０００円に対し、支出済額１億６,３３

３万６,０００円、不用額はなく、執行率は１０

０％となっております。 

 １目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、

記載のとおりの支出となっております。 

 ３項介護納付金分１目介護納付金分では、介
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護保険制度に係る支援経費でございます。こち

らは、４０歳から６５歳までの医療保険加入者

である第２号被保険者が負担にする経費となっ

ており、社会保険診療報酬基金に納付する形と

なっております。 

 ３項介護納付金分は、予算現額４,９９６万

１,０００円に対し、支出済額４,９９６万１,０

００円、不用額はなく、執行率は１００％と

なっております。 

 １目介護納付金分は、記載のとおりの支出と

なっております。 

 続きまして、２７４ページ、２７５ページの

４款共同事業拠出金です。１項１目共同事業事

務費拠出金は、国保財政の安定化を図るための

事業経費となっております。市町村から拠出金

を財源に高額な医療費についての都道府県単位

で費用負担を調整するための経費となっており

ます。予算現額１万円に対し、支出済額５３

円、不用額が９,９４７円、執行率０.５％でご

ざいます。 

 記載のとおりの支出となっております。 

 続きまして、２７６ページ、２７７ページ、

５款財政安定化基金拠出金です。退職分年金受

給者名簿作成に係る拠出金となっております。

財政安定化基金拠出金の決算額は８４３円、前

年度に比べ１,２６９円の減となっております。 

 記載のとおりの支出となっております。 

 続きまして、２７８ページ、２７９ページ、

６款の保健事業費です。保健事業費は、疾病予

防を図るための事業費となっております。保健

事業費の予算現額３,０６５万１,０００円に対

し、支出済額は２,８５４万２,８６０円で、不

用額は７１０万７,１４０円、執行率は７６.８

％でございます。決算額は前年度に比べ４７９

万６,７３２円、２５.６％の増となっておりま

す。 

 １項保健事業費は、予算現額１,３７４万２,

０００円に対し、支出済額１,０１１万９,８６

０円、不用額は３６２万２,１４０円で、執行率

は７３.６％となってございます。 

 １目保健衛生普及費の主な支出は、役務費の

郵便料に５３万６,８２３円や、委託料の各種健

康診査委託料などに９５７万９,４９５円の支出

となっております。 

 ２項特定健康診査等事業費は、予算現額１,６

９０万８,０００円に対し、支出済額１,３４２

万３,０００円、不用額は３４８万５,０００

円、執行率は７９.４％でございます。 

 １目特定健康診査等事業費の主な支出は、委

託料のデータ提供委託料、特定健康診査委託

料、特定保健指導委託料、特定健診等データ管

理委託料、合わせて８７７万３,２８６円、負担

金、補助及び交付金の特定健診受診率向上支援

等共同事業負担金として４２２万４,０００円と

なってございます。 

 次の２８０ページ、２８１ページの７款の公

債費でございます。公債費の内容は、一時借入

金の利子となっております。予算現額３１万９,

０００円に対し、支出済額は９万９,９６６円

で、不用額は２１万９,０３４円、執行率は３

１.３％となっております。決算額は、前年度に

比べ２万４１２３円、３１.８％の増となってお

ります。 

 続きまして、２８２、２８３ページの８款諸

支出金でございます。諸支出金は、過年度分国

保税の還付金及び国庫支出金等の返還金に係る

経費となっております。予算現額１,３００万

５,０００円に対し、支出済額は１,２２１万２,

０５９円、不用額７９万２,９４１円、執行率は

９３.９％となっております。決算額は、前年度

に比べ１６０万９,６７１円、１１.６％の減と

なっております。 

 １項償還金及び還付加算金の主な支出額は、

１目一般被保険者保険税還付金で８１万９,００

０円、３目その他償還金は、国庫支出金等返還

金で１,１３９万３,０５９円の支出となってお

ります。 

 ２項１目延滞金は、予算現額１万円に対し、

支出額はなしでございます。 

 続きまして、２８４、２８５ページ。 

 ９款基金積立金、予算現額９,６０９万３,０

００円に対し、支出済額は、保険財政調整基金

積立金として９,６０９万３,０００円、不用額

はなく、執行率は１００％となっております。 
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 続きまして、２８６、２８７ページ。 

 １０款予備費は、予算現額１００万６,０００

円に対し、支出額はなしとなっております。 

 国保会計の決算状況は、以上でございます。 

 次に、提出の求められました資料について御

説明いたします。（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 三つ全部、特別会計二つ入れて全部

やってしまうと、最初のほうが分からなくなって

くるというのもあるし、課長もしゃべっていて汗

かきながらやっているので、一つ一つやったらい

かがか、皆さんに諮ったほうがいいのではないか

と思いまして。 

○平松委員長 今、横田委員の提案なのですけれ

ども、一応今までは全部を、特別会計合わせて説

明を受けていたようです。それを分けてはどうか

という提案だったのですけれども、どうですか、

分けたほうがよろしいですか。 

 反対の意見なければ、ちょっと説明ずっと続い

て、課長かわいそうなので、分けていきたいと思

います。 

 ここで一旦……。（発言する者あり） 

 すみません、それでは資料説明を受けて終わり

だと思います。失礼しました。 

 課長、どうぞ。 

○清野住民課長 では、次に提出を求められた資

料について御説明いたします。 

 次のページになります。 

 様式１の予算未執行の状況になります。国保

の１０万円以上未執行は３件ございます。１行

目、旅費でございまして、予算未執行は１２万

４,０００円。次に２行目は移送費でございまし

て、予算未執行は３０万円。３行目は、事業名

が退職分国保税過年度還付金となってございま

す。 

 提出した資料の説明は、以上となっておりま

す。 

 以上で、令和３年度国民健康保険特別会計の

説明を終わらせていただきます。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 すみません、途中で。 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 共通資料ナンバー４についてで、高

齢者運転免許の自主返納の件ですけれども、予算

としては２４２万円ですか、計上されておりま

す。報償費ですね。実績といいますか、どのよう

な実態だったのか、その辺について少し分かるよ

うに説明をお願いします。 

○平松委員長 それだけですか。 

 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、お答えいたします。 

 今回の傾向といたしまして、予算計上しており

ましたけれども、後半にわたりまして件数が増え

続けているということで、特に３月に関しまして

は、この年度で一番多く１６件がございました。 

 全体の概要といたしましては、例年免許返納の

件数に関してはなかなか読み取りづらい部分もご

ざいますけれども、去年に比べて上昇傾向にあっ

たということが要因となっております。 

 以上でございます。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 上野委員。 

○上野委員 実績として１６件ということなので

すが、２４２万円はどのように使われたのか、そ

の辺についても少しお願いします。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 免許返納に関しては、申請が

あった方に対しての事業となってございます。全

体の件数としては、１人当たり２万円を１２１名

の方にアップル商品券とイカすニモカのカードを

渡して対応しているところでございます。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかには、ありませんか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 何点かちょっと番号の順番に。 

 まず、共通様式からいってナンバーの９、高齢

者医療助成費のところで、特定財源のところで予

算と収入額がちょっと変わっているのですけれど

も、この理由というか、計算方法でこうこうこう

なので、こういう理由でというのがちょっと分か

るように教えていただければなというふうに思い

ます。 

 それと、ナンバー１０のところで、不用額、扶
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助費で３６０万円ほどあるのですけれども、補正

で８００万円ほどしておりまして、金額これだけ

残った理由というか、そこのところのあれを

ちょっと教えてください。 

 それと、ナンバー１３のところの特定財源のと

ころで、支出済額よりも多くあるのですけれど

も、この関係について、どういうふうに理解すれ

ばいいのかが分からなかったので、１,０００万円

の支出なのだけれども、特定収入で２,２００万円

あるというような、このうち幾らとか、このあれ

だとかというのがあるのか、そこのところを

ちょっと教えてください。 

 それと、ナンバー１６のところで、同じように

子ども医療助成費のところで不用額が３２８万円

扶助費であるのですけれども、扶助費で同じ額を

補正している関係があって、残る理由というか、

システム的にしようがないのかどうか、そこのと

ころをちょっと教えてください。 

 それと、様式２の流充用の具体的な理由のとこ

ろに、８万３,０００円で人事異動に伴う保管用金

庫の設定変更の際、どうのこうのと書いているの

ですけれども、ちょっと説明があるのかなと思っ

たのですけれども、どういうことで、どういうあ

れなのかなというか、鍵がなくなったのか、あれ

なのか、そこのところをちょっと、必要な支出だ

とは思うのですけれども、どういう状況でこのよ

うなことが、今後は起こらないというようなこと

で対応しているのかどうか、そこのところを

ちょっと教えてください。 

 あと、次の国保会計の様式１のところで、これ

は去年の決算のときにも聞いたのですけれども、

移送費というのが予算計上しているのだけれど

も、申請がなかったので一切使っていませんとい

う形なのですけれども、これは申請がなければい

いのですけれども、移送費を申請できるという仕

組みを町民が十分知っているのかどうかという

か、移送費に該当するのは極めて限定されたもの

なのでないということがあるのか、使っているの

だけれども申請ということができないということ

で、移送費の仕組み的なものを町民のほうに知ら

せてるとかというようなもの、高額療養費なんか

は通知が来て、こうこうこうですよというのが分

かったりするのですけれども、これについては、

役場のほうで把握することができないと思うので

すけれども、その辺のところの考え方をちょっと

聞かせてください。 

 以上です。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 まず、９番ですね。こちらのほ

うの特定財源と事業決算状況のことについてとな

りますけれども、後期高齢者医療に対しては、公

費５割、若い世代に４割、高齢者の方に保険料を

１割という仕組みになっておりますけれども、公

費５割、これは１２分の６のうち、国が１２分の

４、道が１２分の１、町が１２分の１を負担する

という仕組みになっておりますので、負担割合に

応じての計上ということになっているので、こち

らの歳入にあるのは、国と道の分というふうに考

えていただければよろしいかと思います。 

 次に、１３番ですね。１３番の剰余金が残った

ということなのですね……。 

○平松委員長 １０番で不用額。（発言する者あ

り） 

○清野住民課長 そうですね。不用額が多いとい

うことでしょうかね。（発言する者あり） 

 医療給付費の障がい者医療に関しましては、な

かなか扶助費に関しては、傾向としまして重度の

場合は１件について、例えば入院したときなどの

医療費の負担が増額する傾向にございます。ま

た、はやりもの等に関しましては、なかなかな見

込めない状況があるところでございますが、なる

べく扶助費に関しては、足りなくならないという

ことを避けるためにも、ある程度の安全部分とい

うことで計上しておりますので御理解のほどお願

いいたします。 

 次に１３番の不用額についてでございますけれ

ども、給付金に関しては３０万円かな。この事業

に関しては、国のほうで積算しているところでご

ざいます。新規事業でございますので、国の積算

方法によって試算した結果となっておりますの

で、御理解のほどお願いします。 

 次に同じく１４番になります。（発言する者あ

り）すみません、申し訳ないです。１５番。（発

言する者あり）１６番。１６番の不用額について
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でよろしかったでしょうか。 

○平松委員長 はい。 

○清野住民課長 すみません。子ども医療に関し

て、全体に言えるところでございますが、医療費

に関しましては、その年度年度ごとのはやりもの

や入院、外来、いろいろな件数等の増減がござい

ます。こちらに関しては、なるべく扶助費を確保

するために、ある程度の安全額ということで見込

んでいるところでございます。１か月につきまし

ても８００万円から１,０００万円程度の支出がご

ざいますので、そちらのほうは御理解いただけれ

ばと思います。 

 次に、様式２になります。こちらに関しまして

は、耐火金庫というものがございます。その耐火

金庫の中には、住民の戸籍に係る個人情報等を含

めたものが保管されているところでございます。

耐火金庫のダイヤルを毎年人事異動の際に設定変

更を実施しているところでございますけれども、

今回ちょっと原因は分からないのですが、ダイヤ

ル式の解錠が不能となったことから、今回解錠作

業をお願いしたというところでございます。これ

に関しましては、鍵の保管庫のパスワードのとこ

ろの設定ができるように対策を講じましたので、

誰にでも鍵が受入れできないような体制を整えて

ございます。 

 以上です。（「移送費」と発言する者あり） 

 移送費になります。この移送費に関しまして

は、例えば離島で何かあったとき、病院に移送と

いうか、病院にその方を移送しなければならない

ときなどが例に挙げられます。この移送費に関し

ましては、１００％そういうことが起こらないと

は限らないので、例年計上しております。これに

関しましては、医者の証明をもってかかった医療

費をこちらのほうで負担するという形になってお

ります。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 そうすると、不用額が結構多く

残っているのは、バッファーというか安全という

か、政策を実施する上にはこのぐらいの残高がな

いと、いつ何あるか分からないのでということ

で、このぐらいはやむを得ませんよということ

で、それについては分かりました。 

 ナンバー１３のところで、質問したのは、支出

済額が１,０００万円なのに特定財源が２,２００

万円もあるのは、このうちの１,１００万円とか、

どういうふうに見ればいいのかなというようなこ

と。 

 先ほど言った移送費の関係なのですけれども、

移送費については、ある一定の場合に認められる

ということなのですけれども、その仕組みを町民

が知らないのではないかということで、こういう

ケースでは移送費として、今言ったとおり１００

％支払いしますよという、７割負担とかというこ

とではなくて、というようなことをやらないと、

そういう該当事項がないのか、あるのか、分から

ないのではないかなということで、その辺のこと

をする必要があるのではないかなと。 

 高額医療とかだったら申請し忘れるとか、通知

行ったりなんかして、丁寧にやっているのだけれ

ども、そういうのがありますよ、こういうのがあ

りますよということが必要なのではないかな。使

われなかったので残ったということでなくて、必

要なのではないかなということでちょっと確認し

ただけです。もう一度答弁お願いします。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 申し訳ありません。 

 では、１３番についてでございますけれども、

当初この事業に関しては、国の試算というか人数

に関しては国の試算により計上しております。そ

して、それに対しての安全率１.１％というものを

計上しているので、かなり高い額という形には

なってございます。 

 実質、３月議会において、あまりかかっていな

いということが分かったので、ある程度は減額補

正ということで対応しておりますけれども、多く

もらい過ぎた分というのは、精算して国に返還す

る予定ということになっております。 

 次に、移送費になります。移送費に関しまして

は、今現在、周知等というのはやっていないとこ

ろでございます。これに関しましては、例えば定

期的であったりとか納付書とかを送る際に、一言

こういうのがありますよということで表記すると

か、工夫を凝らして対応していきたいと思ってお
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ります。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 すみません、ナンバー１３のと

ころは、予算額１,０００万円なのに収入額２,２

００万円になっていて、支出額が１,０００万円な

ので、この数字の関係というか、何が繰越とかと

いうあれなのか、単純なミスなのか、ほかのもの

を含めた形で合算できて２,２００万円なのか、そ

このところをちょっと、資料上の整合性を確認し

たかったのでお願います。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 これに関しましては、収入額に

関しては、国のほうからで、ある程度……。

ちょっとすみません、休憩します。すみません。 

○平松委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時５７分 休憩 

───────────── 

午前１１時１０分 再開 

○平松委員長 それでは、休憩以前に引き続きま

して、再開をいたします。 

 住民課長の答弁より入ります。 

 住民課長。 

○清野住民課長 貴重なお時間を費やせてしまい

申し訳ありませんでした。 

 それでは、お答えいたします。 

 １３番の収入に関してでございますけれども、

まず６月議会に計上し、３月では減額補正をして

おります。財源の収入額に関しましては、間違い

なく町に収入されており、支出済額と収入額の差

額分は、今後、国の通知により返還する予定とい

う形になっておりますので、御理解のほどお願い

いたします。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかに質問ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 すみません、委員長より１点のみ

質問させていただきます。 

 ナンバー４の中の女性交通指導員の報償費と

いうのが毎年計上されていますね。これは、

私、担当課のほうにも二度ほど言っているので

すが、下校時にいらっしゃらないことが、結構

なのかどうか、何度か私が通って、子どもたち

がいっぱい横断歩道を渡っているのですけれど

も、本来立っているべき人がいないということ

を現認したものですからお話をさせてもらって

います。この点についてのふだんの管理はどう

なさっているのか、これが１点。 

 同じ項目で、１８のところに交通安全推進委

員会補助金３８０万円計上されています。いわ

ゆる交通指導員の方のことなのですが、失礼な

のですが、高齢の方が多くて、ちょっとどうな

のかなという場面も見ることがあります。その

辺の管理というのですか、適格かどうかという

ことは、役所のほうとして何か判断基準みたい

なものを持っていらっしゃるのでしょうか。指

導員だから、何でもいい、そういうことはない

のでしょうけれども、どうも適格性に問題があ

るのではないかなという方も見受けられますの

で、その辺の管理を役所のほうではどう考えて

いらっしゃるのか、この２点お尋ねをいたしま

す。 

 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、４番の交通安全指導

員の方の管理ということになっております。こち

らのほうは、下校時、登校時に立っていらっしゃ

いますけれども、立っている女性交通員３人ござ

いますけれども、諸事情や体調が優れないときと

いうのもございますので、そのときはちょっと申

出によりお休みしている形にはなっております。

こちらのほうは毎月、立った時間、また何時から

何時まで立ったということを毎月提出していただ

いているところでございます。 

 あと、交通安全指導員に関しましては、あくま

でもボランティア活動になっておりますので、厳

重な規制というものは設けてございませんので、

御理解のほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 そういう説明も都度お伺いをして

いるのですが、例えば、女性の場合、２４４万円

という決算金額がありますが、例えば立っていな

いときの分が不用額で出てきているわけでもな

い。例えば、どうしても立てない理由があるので

あれば、誰か代わりの人を頼めるような仕組みだ
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とかというのは、私は必要だと思います。 

 私がこれだけ言うというのは、本当に、特に大

中山小学校のところは、親御さんが迎えに来る車

ですとか、一般車両だとか、出入りする場所が、

あの駐車場ができたために多くなっていて、去年

の３月には登校時に人身事故も起きていますの

で、ぜひ善処願いたいなという思いで質問してい

ますので、ちょっとその辺の含みをお願いしたい

なと思います。 

 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、もし出られなかった

ことの対応としまして、課のほうでちょっと協議

したいと考えております。また、立つ場所に関し

ましては、もうちょっと工夫を凝らして、再度見

直していきたいと考えておりますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○平松委員長 よろしくお願いいたします。 

 ほかに、ないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、引き続き後期高齢者の

ほうに移りたいと思いますので、住民課長、よろ

しくお願いします。（発言する者あり） 

 上野委員。 

○上野委員 国保に関して、何点かお伺いしたい

です。 

 １点目は、国保会計はおかげさまでというか、

令和元年度より黒字化しております。今回も８,０

７１万円ほどの黒字が発生しまして、翌年度への

繰越しということになっております。令和元年、

令和２年、令和３年度と３年間連続で黒字が発生

して非常にいい傾向ではあるのですが、翌年度へ

繰り越した金額は、翌年度の予算に編入しないで

繰越しの状態で積立ての状態になっているのかど

うか、その辺についてちょっと。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 今回、定例議会でも補正につい

て御説明いたしましたけれども、今回令和４年度

に関しましては、半額４,０００万円程度を基金に

積立て、残りの４,０００万円については、国保の

保険税の引き下げを実施しましたので、それに伴

う補塡分といたしまして国民健康保険税のほうに

留保しております。 

 以上です。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 そうしますと、留保の状態で積み重

なった金額はどのくらいになったのでしょうか。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 今回、令和４年度に積み立てた

額を、ちょっと待ってください。総額は１億４,０

００万円程度が基金の保有額ということになって

おります。 

 以上です。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 それは分かりました。 

 ナンバー５の追加資料の件なのですけれども、

不納欠損の件ですね。令和３年度の不納欠損の中

に、本人死亡２件で７３万８,９００円、それから

居所不明が２件で１４万８,８００円というような

のが不納欠損という形で処理されておりますが、

これは本人死亡の場合の対応なのですが……。 

○平松委員長 上野委員、申し訳ありません。こ

れは税務課のほうで、もう済んでいる分になると

思うのですけれども。 

○上野委員 国保の関係ではないですか。（発言

する者あり）税務課なのですか、国保の関係でな

いのですね。分かりました。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかになければ、後期高齢者のほうの説明を受

けたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 住民課長、お願いいたします。 

○清野住民課長 それでは、令和３年度後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算書の２８９ページ

をお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額が４億５,

２８１万４２１円に対し、歳出総額は４億４,５

５８万７,６２４円で、歳入歳出差引額は７２２

万２,７９７円となっております。この剰余金

は、令和４年４月１日から５月３１日の出納整

理期間中の保険料収入分で、令和３年度の歳入

として決算し、令和４年度の歳出予算から同額

を後期高齢者負担金として支出するため、令和

４年度へ全額繰り越しいたします。 
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 次に、２９０ページ、２９１ページ、歳入の

款項ごとの決算状況で、２９２ページ、２９３

ページは、歳出の款項ごとの決算状況となって

おります。 

 それでは、歳入から御説明いたします。 

 ２９６、２９７ページを御覧ください。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料の状況で

ございますが、調定３億２,６６６万３,６４５

円に対し、収入額は３億１,９７７万４,２２７

円、不納欠損が４７万９,２００円となっており

ます。収入未済額は６６５万６,８１８円となっ

ております。なお、収入済額に関しては還付未

済２２４万６,６００円が含まれてございます。 

 ２款繰入金１項一般会計繰入金１目事務費繰

入金は１,２７０万１,９２２円で、２目保険基

盤安定繰入金は１億１,２９６万１,７７２円と

なっております。 

 ３款１項１目繰越金は、前年度繰越金６９１

万４,３００円となっております。 

 ４款諸収入１項延滞金、加算金及び過料は、

収入はなしでございます。 

 次に、２９８、２９９ページを御覧くださ

い。 

 ２款償還金及び還付加算は４５万８,２００円

の収入となっており、内訳は、１目保険料還付

金で４５万８,２００円、２目還付加算がなしと

なっております。 

 ３項雑入は、収入なしとなっております。 

 続きまして、歳出の状況です。 

 ３０２ページ、３０３ページを御覧願いま

す。 

 １款総務費は、予算現額３０５万７,０００円

に対し、支出済額は３０１万２,９２２円、不用

額は４万４,０７８円、執行率は９８.６％と

なっております。 

 １項総務管理費１目一般管理費は、予算現額

１７万６,０００円に対し、支出済額は１７万

３,６３７円、不用額は２,３６３円、執行率は

９８.７％となっております。 

 ２項徴収費１目賦課徴収費は、予算現額２８

８万１,０００円に対し、支出済額は２８３万

９,２８５円、不用額は４万１,７１５円で、執

行率は９８.６％でございます。 

 次に、３０４ページ、３０５ページを御覧く

ださい。 

 ２款１項１目後期高齢者医療納付金について

は、予算現額４億５,１６７万３,０００円に対

し、支出済額は４億４,２１１万６,５０２円、

不用額は９５５万６,４９８円で、執行率は９

７.９％となってございます。 

 次に、３０６、３０７ページになります。 

 ３款諸支出金は、予算現額８１万４,０００円

に対し、支出済額は４５万８,２００円、不用額

は３５万５,８００円、執行率は５６.３％と

なっております。 

 １項１目保険料還付金は、予算現額７６万４,

０００円に対し、支出済額は４５万８,２００

円、不用額は３５万５,８００円、執行率は６０

％となっております。 

 ２目還付加算金は、予算現額５万円に対し、

支出額はなしとなっております。 

 次に、３０８、３０９ページを御覧くださ

い。 

 ４款予備費は、予算現額１万４,０００円に対

し、支出済額はなしとなっております。 

 以上が、令和３年度後期高齢者医療特別会計

の決算状況でございます。 

 続きまして、提出の求められた資料について

御説明いたします。 

 様式３の収入未済額の状況については、現年

度分が令和３年度普通徴収保険料で、調定が１,

６８９件、１億９９１万２,４００円に対し、収

入額が１,６６７件で１億６８２万５,８９７

円、収入未済額が３７件で３０８万６,５０３円

となっております。 

 滞納繰越分は、平成２５年度から令和２年度

までの普通徴収保険料の合計で、調定が８６件

で５３２万６４５円、収入額が３１件で１２７

万１,１３０円、不納欠損額は７件で４７万９,

２００円、収入未済額が５７件で３５７万３１

５円となっております。 

 次に、様式４の不納欠損処分の状況について

は、７件で４７万９,２００円でございます。事

由別では、破産６件、本人死亡が１件となって



－ 14 － 

ございます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終

わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑に移ります。 

 上野委員。 

○上野委員 １点だけお願いします。 

 資料の３０５ページなのですけれども、今回、

後期高齢者医療広域連合への納付金の関係で９５

５万円という不用額が発生したのですが、この理

由について説明をお願いします。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 こちらの納付額については、あ

くまでも広域連合のほうで、計上額ともにそう

いった部分に関しては示されてきますので、御理

解のほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 上野委員、よろしいでしょうか。 

 上野委員。 

○上野委員 広域連合で示された金額だというこ

となのですが、予算をちょっと多く見積もってし

まったということなのでしょうか。それとも、こ

の金額になった理由をもう少し分かるように説明

をお願いしたい。 

○平松委員長 住民課長。 

○清野住民課長 これに関しては、予算計上当時

も、広域連合のほうからこの程度見積もってくだ

さいという数字は示されてきています。それに合

わせて当町のほうでは予算計上し、もし補正が必

要であれば、その数字に基づいての補正を実施し

ているところでございますので、御理解のほどお

願いいたします。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、住民課に対する審査を終了します。 

 住民課長、御苦労さまでした。 

 引き続き、福祉課の審査を行います。 

 福祉課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、福祉課長、特別会計についても併

せて説明をお願いいたします。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、令和３年度一般会計

歳入歳出決算並びに介護保険特別会計歳入歳出

決算の状況について、要求資料に基づき説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 初めに、一般会計歳入歳出でございます。 

 共通様式を御覧ください。 

 共通様式、ナンバー１でございます。３款民

生費１項１目、事業予算名、社会福祉費（地域

福祉）でございます。こちらについては、当初

予算１４６万３,０００円、補正予算５９３万

９,０００円、予算現額７０４万２,０００円に

対し、支出済額７０２万１,８２１円、不用額３

８万１７９円、執行率９４.９％でございます。 

 事業目的は、地域福祉の推進で、決算の内容

について、または補正内容、歳入については、

記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２を御覧ください。同じ款項

目で、事業決算名、社会福祉総務費（臨時交付

金事業）でございます。こちらについては、補

正予算２,１４４万１,０００円、予算現額、同

額２,１４４万１,０００円に対しまして、支出

済額２,１２３万９,６０３円、不用額２０万１,

３９７円、執行率９９.１％でございます。 

 事業目的は、地域福祉施設等に係る新型コロ

ナウイルス感染症予防対策でございます。決算

内容、歳入、補正内容については、記載のとお

りでございます。 

 次に、ナンバー３を御覧ください。同じ款項

目で、事業決算名、地域福祉連携活動費でござ

います。こちらについては、当初予算２,５５２

万８,０００円、補正予算マイナス６４万８,０

００円、予算現額計２,４８８万円に対し、支出

済額２,４８７万６,５００円、不用額３,５００

円、執行率１００％でございます。 

 事業目的は、地域福祉の連携でございます。
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決算内容については、記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー４を御覧ください。同じ款項

目で、事業決算名、民生委員児童委員費でござ

います。当初予算６７２万７,０００円、補正予

算マイナス２３万８,０００円、予算現額計６４

８万９,０００円に対し、支出済額６２４万８,

４０８円、不用額２４万５９２円、執行率９６.

３％でございます。 

 事業目的は、民生委員、児童委員に関わる活

動経費で、決算内容等につきましては記載のと

おりでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 こちらは新規事業で、同じ款項目、事業決算

名、住民税非課税世帯等臨時特例給付金でござ

います。こちらについては、補正予算で６億１,

４９１万７,０００円とし、予算現額も同額でご

ざいます。支出済額は３億９,３３０万２,３０

８円、翌年度繰越額１億９,１６９万３,０００

円、不用額２,９９２万１,６９２円、執行率９

５.１％でございます。 

 こちらについては、新型コロナウイルス感染

症の影響に対する生活暮らしの支援でございま

す。当該事業が令和４年、令和３年とまたがる

債務負担期間とする国庫補助１００％の事業

で、令和３年度住民税非課税世帯及び令和３年

１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を

受けて家計が急変した場合で住民税が発生して

いる方々に対して１世帯当たり１０万円を給付

する事業でございます。 

 決算内容等については記載のとおりでござい

ます。 

 次に、ナンバー６でございます。こちらも新

規事業で同じ款項目、事業決算名、重層的支援

体制整備事業でございます。当初予算３,１８９

万６,０００円、補正予算３１２万２,０００

円、予算現額計３,５０１万８,０００円に対

し、支出済額３,３５５万２,３４８円、不用額

１４６万５,６５２円、執行率９５.８％でござ

います。 

 事業目的は、地域共生社会の実現に向けた事

業の推進でございます。こちらについては、既

存の事業、各課にまたがっていた相談等の事業

を１か所にまとめて対応する国の推進している

事業を実施しているものでございます。 

 決算内容等につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、ナンバー７を御覧ください。３款民生

費１項２目、決算事業名、高齢者支援事業費で

ございます。当初予算１億４５８万４,０００

円、補正予算マイナス７１８万円、予算現額計

９,７４０万４,０００円に対し、支出済額９,４

９１万７,５１０円、不用額２４８万６,４９０

円、執行率９７.４％でございます。 

 こちらについては、事業目的は長寿敬老の祝

い、高齢者在宅サービス、生きがい健康づくり

の支援、あとは高齢者の入所措置でございま

す。 

 決算内容については記載のとおりでございま

す。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー８でございます。こちら同じ款項目

で、事業決算名、介護保険特別会計繰出金でご

ざいます。当初予算４億１,４２６万１,０００

円、補正予算１,５４７万４,０００円、予算現

額計４億２,９７３万５,０００円に対し、支出

済額４億１,８１８万８,７１５円、不用額１,１

５４万６,２８５円、執行率９７.３％でござい

ます。 

 事業目的は介護保険事務の円滑化で、介護保

険特別会計繰出金は、法定割合で繰り出しして

いるものでございます。 

 次に、ナンバー９を御覧ください。３款民生

費１項１目、事業決算名、障がい者福祉費でご

ざいます。当初予算８億８,５４３万７,０００

円、補正予算額１億７,５８０万５,０００円、

予算現額計１０億１,１２４万２,０００円に対

し、支出済額１０億３,０６４万９,７７７円

で、不用額３,０５９万２,２２３円、執行率が

９７.１％でございます。 

 事業目的は障がい者福祉の推進で、決算内容

と補正予算、歳入につきましては、記載のとお

りでございます。 

 次に、ナンバー１０を御覧ください。こちら
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については、事業決算名、障がい者介護審査会

費でございます。当初予算額１０２万１,０００

円、補正予算６万３,０００円の減額、予算現額

計９５万８,０００円に対し、支出済額９２万

４,９００円、不用額３万３,１００円、執行率

９６.５％でございます。 

 こちらについては、障がい者の区分認定審査

会の経費でございます。 

 決算内容等については記載のとおりでござい

ます。 

 次のページに移りまして、ナンバー１１を御

覧ください。こちら同じ款項目で、事業決算

名、地域生活支援事業費でございます。当初予

算１,８４９万９,０００円、補正予算額２５１

万１,０００円、予算現額計２,１０１万円に対

し、支出済額１,９７３万８,８８６円で、不用

額１２７万１,１１４円、執行率９３.９％でご

ざいます。 

 事業目的は障がい者福祉の推進で、決算内容

に等につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー１２でございます。民生費１

項６目、事業決算名、社会福祉施設指定管理費

でございます。当初予算４,８３０万９,０００

円、補正予算５９万５,０００円、予算現額計

４,８９０万４,０００円に対し、支出済額４,８

６７万７,１８０円、不用額２２万６,８２０

円、執行率９９.５％でございます。 

 事業目的は、共同作業所等の運営でございま

す。決算内容については、指定管理料でござい

ます。 

 次に、ナンバー１３を御覧ください。こちら

については、事業決算名、社会福祉施設整備費

でございます。当初予算ゼロ円、補正予算３５

０万円、予算現額も３５０万円に対し、支出済

額３５０万円、不用額ゼロ円、執行率１００％

でございます。 

 事業目的は、社会福祉施設の整備の推進でご

ざいます。決算内容等につきましては記載のと

おりでございます。 

 次に、ナンバー１４を御覧ください。民生費

３款３項１目災害救助費でございます。こちら

当初予算３６万円、補正予算ゼロ円、予算現額

計３６万円に対し、支出済額ゼロ円、不用額３

６万円、執行率ゼロ％でございます。 

 事業目的は、非常災害による罹災住民の応急

的救護でございます。 

 次のページに移ります。 

 ナンバー１５でございます。こちら４款衛生

費１項６目、決算事業名、健康センター管理費

でございます。当初予算額３,４２８万７,００

０円、補正予算額６４２万１,０００円、予算現

額計４,０７０万８,０００円に対し、支出済額

３,９４３万２,２０６円、不用額１２７万５,７

９４円、執行率は９６.９％でございます。 

 こちらの目的については健康センターの円滑

な管理運営で、決算内容等につきましては記載

のとおりでございます。 

 続きまして、一般会計の要求資料を説明させ

ていただきます。 

 様式１でございますが、令和３年度事務事業

予算全額未執行５万円以上の状況でございま

す。 

 こちらについては、３款１項１目委託料で、

行旅死亡人処置委託料２０万５,０００円。こち

らについては、行旅死亡人が発生しなかったも

のでございます。 

 次の３款１項２目需用費の緊急通報装置修繕

料１９万円についても、故障が発生しなかった

ため、全額未執行となっております。 

 次に、３款１項４目負担金、補助及び交付金

の障がい者自動車改造費補助金１０万円につい

ても、こちら申請がなかったことによるもので

ございます。 

 ３款３項１目扶助費、災害見舞金について

も、火事などが発生しなかったことによる未執

行でございます。 

 一般会計については、以上でございます。 

 続いて、介護保険も……。 

○平松委員長 一旦切りますか。引き続きやりま

すか。（発言する者あり） 

 引き続きお願いします。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、介護保険について決
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算書を用いて説明させていただきますので、決算

書の介保３１１ページを御覧ください。 

 それでは、初めに令和３年度介護保険特別会

計歳入歳出決算書（保険事業勘定）でございま

す。 

 こちら実質収支に関する調書でございます

が、歳入総額２９億３,６７８万４,５８８円に対

し、歳出総額２８億７,５９２万８７２円、歳入歳

出差額でございますが６,０８６万３,７１６円、

実質収支額についても同額となっているところで

ございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げますの

で、３１８ページを御覧ください。 

 １款保険料については、収入済額から説明さ

せていただきます。収入済額５億９,７９８万

４,１５０円で、こちらについては６５歳以上１

号被保険者の保険料でございます。 

 内訳については、特別徴収、普通徴収、滞納

繰越分となってございます。また、不納欠損に

ついては３９４万５,６０７円となってございま

す。 

 次に、２款でございます。使用料、手数料でご

ざいますが、こちらについては収入額等がゼロ円

となっているところでございます。 

 次に、３款国庫支出金でございますが、収入済

額が６億８,２５９万１,６３８円でございます。 

 内訳は、国庫負担金として介護給付費負担金、

国庫補助金として調整交付金、介護予防事業交付

金、包括的事業交付金、次のページに移りまし

て、介護保険電算システム改修補助金、保険者機

能強化推進交付金、保険者努力支援交付金となっ

ているものでございます。 

 続きまして、４款でございます。支払基金交付

金でございます。収入済額が７億７,６１１万８,

２６１円でございます。こちらについては６５歳

未満の２号被保険者からの保険料でございます。 

 内訳については、介護給付費交付金、過年度分

介護給付費交付金、地域支援事業交付金となって

いるものでございます。 

 次に、５款でございます。道支出金でございま

すが、収入済額４億１,６６７万８,０２３円でご

ざいます。 

 内訳は、道負担金として介護給付費負担金、過

年度分介護給付費交付金、次のページに移りまし

て、介護予防事業交付金、包括的支援事業交付

金、介護サービス利用者負担軽減事業補助金と

なっているものでございます。 

 次に、６款でございます。財産収入でございま

すが、収入済額６万６,０９４円で、内容について

は、利子及び配当の介護保険財政調整基金の運用

利子となっているものでございます。 

 次に、７款繰入金でございますが、収入済額が

４億１,８１８万８,７１５円でございます。 

 内訳は、一般会計繰入金、介護給付費繰入金、

介護予防事業繰入金、包括的支援事業繰入金、介

護保険事務繰入金、その他繰入金となってござい

ます。 

 なお、２目の基金繰入金、介護保険財政調整基

金繰入金は、執行がなかったというものでござい

ます。 

 次のページを御覧ください。 

 ８款繰越金でございます。収入済額が４,２２５

万９,７４７円については、前年度の繰越金となっ

ているものでございます。 

 ９款でございます。諸収入でございますが、収

入済額が２８９万７,９６０円でございます。 

 内訳は、返納金として介護事業者からの不正利

得による返納金２６１万円、諸実費徴収金として

徘回高齢者家族支援サービス事業利用負担金４,０

８０円、ケアマネジメント負担金調整金、雑入の

措置者分審査料となっているものでございます。 

 次に、歳出について説明させていただきます

ので、３２８ページを御覧ください。 

 それでは、歳出。 

 １款でございます。総務費、予算現額計でござ

いますが２,０３２万円に対しまして、支出済額

１,８４８万６,３３３円、不用額１８３万３,６６

７円、執行率９１％でございます。 

 こちらについては、一般管理費の給付に係るも

ので、電算管理費等がメインでございます。 

 次に、３３２ページを御覧ください。 

 こちらについては２款でございますが、保険給

付費でございます。こちらについては、このペー

ジから３３５ページになりますが、給付費の合計
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でございますが、予算現額計２７億９,００３万

８,０００円に対しまして、支出済額２７億２,２

４１万６,４３９円、不用額が６,７６２万１,５６

１円、執行率が９７.６％でございます。 

 こちらについては、介護サービス等の部分と介

護予防サービス、審査支払い手数料、高額介護

サービス、次のページになりますが、高額医療合

算介護サービス費、特定入所者介護サービス費と

なっているものでございます。 

 次に、３３６ページを御覧ください。 

 こちらについても３３９ページまでになりま

すが、３款地域支援事業費でございます。予算現

額計７,８４９万９,０００円に対しまして、支出

済額７,２１５万６,９１１円、不用額６３４万２,

０８９円、執行率は９１.９％でございます。 

 内訳については、介護予防、生活支援サービス

事業、介護予防ケアマネジメント事業、介護予防

事業、任意事業、審査支払手数料となっているも

のでございます。 

 次に、３４０ページを御覧ください。 

 ４款保健福祉事業費でございます。こちらにつ

いては、予算現額計が９万円に対しまして、支出

済額が３万７,２８８円、不用額５万２,７１２

円、執行率５８.６％でございます。 

 内容は、障がい者総合支援法によるヘルパーを

利用していた非課税の方が介護保険制度へ移行し

た際の利用者増した場合における一部負担のお金

でございます。 

 ３４２ページを御覧ください。 

 ５款基金積立金で、予算現額計５１６万７,００

０円に対しまして、支出済額、同額の５１６万７,

０００円、不用額ゼロ円、執行率１００％でござ

います。 

 こちらについては、財政調整基金への積立と

なっているものでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ６款公債費でございます。予算現額計１０万円

に対し、支出済額３万３,９２６円、不用額６万

６,０７４円、執行率３３.９％でございます。 

 こちらについては、借入金の繰入れ、運用利

子となっているものでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 こちら７款諸支出金でございます。予算現額計

は５,９９３万４,０００円に対しまして、支出済

額５,７６２万２,９７５円、不用額２３１万１,０

２５円、執行率９６.１％でございます。 

 こちらについては、第１号被保険者への過年度

還付金、国、道等に関する償還金と一般会計の繰

出金ということになっているものでございます。 

 次のページで、３４８ページを御覧くださ

い。 

 ８款予備費でございますが、予備費からの充

用はございませんでした。 

 続きまして、特別会計の介護サービス事業勘定

のほうを説明させていただきたいと思いますの

で、３５１ページを御覧ください。 

 こちら介護保険特別会計歳入歳出（介護サービ

ス事業勘定）となっているものでございます。 

 初めに、令和３年度の介護保険特別会計歳入歳

出の実質収支に関する調書でございますが、歳入

歳出合計１,１６２万９,０４０円、歳出総額も同

額となってございます。歳入歳出差引額、実質収

支額ゼロ円となっているものでございます。 

 歳入について御説明申し上げますので、３５８

ページを御覧ください。 

 まず、１款サービス収入、収入済額が１,１６２

万９,０４０円。こちらは、地域包括支援センター

が行う要支援認定を対象とした介護予防サービス

計画収入でございます。 

 ２款諸収入でございますが、こちらについて

は、収入額ゼロ円となっているものでございま

す。 

 次に、歳出について御説明申し上げますので、

３６２ページを御覧ください。 

 １款総務費でございます。需用費１万円の予算

現額となっておりますが、未執行でございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ２款諸支出金でございますが、繰出金、予算現

額１,２２３万７,０００円に対しまして、支出済

額１,１６２万９,０４０円、不用額６０万７,９６

０円、執行率９５％となっているものでございま

す。 

 次のページを御覧ください。 

 こちらについては、３款予備費でございます
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が、予備費については充用はございませんでし

た。 

 続きまして、介護保険特別会計の要求資料の

内容について説明申し上げます。 

 それでは、様式１でございますが、介護保険

事業の現額未執行５万円以上のものでございま

すが、こちらについては、報償費、家族介護慰

労金１０万円ということになっております。 

 こちらについては、対象者がいなかったため

に未執行となっています。 

 続きまして、様式３でございます。こちら令

和３年度収入未済の状況でございます。現年

分、一番上については、調定額５,２６５万３,

３６０円に対して、収入済額４,８７５万１,７

４０円、収入未済額が３９０万１,６２０円と

なっています。 

 次の下段の滞納繰越分でございますが、こち

らについては、介護保険の滞納繰越分が平成２

５年度から令和２年度までがございます。こち

らについては、８か年の合計で１,１０５万３,

３０８円に対して、収入額が１５６万５,４２０

円、不納欠損額が２２３万３,７２０円、収入未

済額が７２５万４,２４０円、収納率２０.２％

でございます。 

 一番下の平成３０年度の返納金でございます

が、介護報酬の返納金で、ケアプラン作成に不

備があった１事業所から、分納誓約による納入

で令和３年度調定額６６４万８,４８０円に対

し、収入済額２６１万円、収入未済額が４０３

万８,４８０円となっているものでございます。 

 次のページでございます。 

 様式４でございます。先ほどの不納欠損額の内

訳となるものでございます。不納欠損処分の状況

でございますが、生活困窮から本人死亡までの合

計６０件、合計金額が２２３万３,７２０円。法別

内訳としては、自治法２３６条の規定により全額

不納欠損しているところでございます。 

 福祉課からは、以上でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 横田委員。 

○横田委員 まずは、介護保険の３２５ページに

あります９款諸収入のうちの雑入の２番の返納金

というのがあって、法第２２条の不正利得による

返納金で２６１万円とあるのですけれども、この

内訳を教えていただきたいです。 

 それから、介護保険の３３７ページの一番下

段にあります負担金、補助及び交付金の中の４

０番の補助金の中の認知症カフェ運営補助金７,

９００円、あまりにも金額が金額なもので、ど

ういう内容なのかというのが分からないので、

お願いしたいと思います。 

 それから、介護保険の３２１ページの４番の

支払基金交付金のうちの２の地域支援事業支援

交付金２,０７２万５,０００円の内訳が分かり

ましたら教えていただきたいと思います。 

 それから、共通様式の資料のナンバー６、重

層的支援体制整備事業費というのが、今年度新

たに出てきたのですけれども、１２番の委託料

等を見ると、今まで他の科目でやっていたもの

がここに入ってきているというのもあるのです

けれども、重層的支援体制整備事業というのを

新たにやったというのはどれなのかというのが

ちょっと分からないし、今年は主にどういう事

業をしたのかという部分が決算に出てくるのは

どれなのかというのをちょっと教えていただき

たいと思います。 

 それから、共通様式のナンバー９の１８の負

担金、補助及び交付金の中の障がい者地域活動

支援センター運営補助金というのは、道からい

ただいているほうの補助金なのかどうか。今も

ＴｏＭｏハウスに出しているのかどうかという

のをちょっとお願いしたいと思います。 

 最後に、共通様式の１６番の健康センター

で、資料を頂いたのですけれども、電気代とし

て２７１万６,９５０円というのをいただいてい

るということでありますけれども、最近のを見

ていると壊れる回数が増えてきていて、やはり

こういうところに温泉を流してやるということ

はいいことなのですけれども、電気代相当とい

うのは妥当なのかどうかということですよね。

これだけ負担が増えていって、それがなけれ

ば、こんなに傷み方がもっと時間的に余裕があ
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るのではないかというふうに私は思うのですよ

ね。今まで７年持った場合もあったし、そうい

うのがあるので、電気料だけいただくというの

は、どういうふうな必然性があってそういうふ

うになったのかというのをちょっと教えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 福祉課長。（発言する者あり） 

 すみません、暫時休憩をいたしまして、昼か

ら福祉課長の答弁より再開いたしたいと思いま

す。 

午後 ０時００分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開を

いたします。 

 横田委員からの質問に対しての答弁から入り

ます。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まず一般会計の共通

様式のナンバーの若い順にお答えさせていただき

たいなと思います。 

 まず、共通様式ナンバー６でございますが、事

業決算名、重層的支援体制整備事業の委託料の中

で、新しい事業というところの御質問でござい

ます。 

 １２の委託料の中の３行目の一番右に共助基

盤体制整備事業委託料１１０万円というものが

ございます。こちらについては、今まで令和２

年度以前にはない事業でございます。 

 内容についてでございますが、こちら重層的

体制整備事業を行う際、町民のニーズ、町内

会、いろいろなところのニーズをまず把握しな

さいというところのものでございましたので、

初年度でございましたので、こちらアンケート

調査等を行わせていただき、その中でどういう

ニーズがあるかというものを令和４年度に新た

に事業を３本起こさせていただいた基礎的な調

査が新規事業となっております。 

 また、その隣の地域サロン事業委託料でござ

いますが、こちら今まで介護認定を受けていな

い元気な高齢者が通う生きがいデイサービスと

いうものを実施していたところでございます

が、こちらは令和３年度から６５歳以外の若い

方も自由に参加できるよというものに一部改正

させていただいております。 

 委託料の中身としては、新規事業について

は、このような内容でございますが、委託料で

はないものとしましては、例えば包括的な相談

支援を行いまして、今まで福祉事務所、町とか

村については福祉事務所がないというところで

ございますので、福祉事務所未設置町村による

相談事業というものを地域福祉係のほうで行わ

せていただき、生活保護であったり、生活困窮

者の相談受ける体制を構築させていただいたも

のと、あとは、参加支援事業ということで、ひ

きこもりの方とかを社会参加させるための参加

支援事業というようなことで、いろいろな事業

所とやりながら、そういう方々をいろいろな会

とか、いろいろな仕事とか、簡単なものにコー

ディネートして、だんだん社会に参加させてい

くというものを新たに行わせていただいており

ます。 

 あとは、アウトリーチ等を通じた継続的支援

事業ということで、専門職が、相談支援の声を

上げていない方々のニーズを、なかなか相談し

ないというか相談に来れないとかという方々

を、私どもが出向きながら信頼関係を構築して

いろいろなサービスにつなげていくというもの

を、こちらは委託ではないのですけれども、職

員費とかで実施しているのが令和３年度の新た

な事業という形になります。 

 続きまして、次のページでございますが、ナ

ンバー９を御覧ください。 

 ナンバー９でございますが、こちら負担金の

１８番の一番下の障がい者地域活動支援セン

ター運営補助金４００万円というところの御質

問でございますが、こちらについては、委員の

御質問のとおり、七飯町内の本町にあるつばさ

のほうで実施しております。こちらについて

は、地域活動支援センターというのは１型から

５型、５型の中でもＡとＢとありますので、６

種類のものがございます。その中で、七飯町も

しくは連携している北斗市、函館市について
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は、２市１町で協定を結んで実施しているとこ

ろでございますが、七飯町内においては、地域

活動支援センター５型Ｂ型ということで利用定

員１０名で、基礎的事業として４００万円とい

う形のものでやらさせていただいております。

この４００万円については、交付税算入される

ものというものでございます。 

 続きまして、一番最後のページ、健康セン

ター管理費でございます。 

 健康センター管理費の歳入の部分の下から３

番目、温泉ポンプ電気料負担金でございます。

こちらについて、委員の御質問にあるとおり、

源泉ポンプというのは中島にありまして、そこ

から中野にあるデイサービスセンター、あと養

護老人ホームで、私どもの健康センターと３か

所で源泉を使っております。 

 その中で、平成１８年度までは温泉ポンプの

電気代というのが、昔、好日園という養護老人

ホームは町立町営でやっていたところでござい

ます。その中で、運営が社会福祉法人に代わっ

た後も電気代は養護老人ホーム好日園が一括し

て全額負担していたというものがスタートでご

ざいまして、その後、平成１８年中に社会福祉

法人から負担を三つの施設でしないかというお

話があって、協議がありまして、その結果、平

成１９年度からアップル温泉が電気料に対する

請求割合が６割、好日園が３割、デイサービス

なかの苑が１割という形で、それぞれ案分しな

がら電気料を負担していたところでございま

す。 

 そんな中、また平成２６年中に、３者のほう

で電気料に関する負担割合の見直しの協議がご

ざいました。その協定の中では、ポンプ等のメ

ンテナンスが必要な場合は、町で全額見ます。

その中で、電気代については、７割好日園、３

割なかの苑ということで、町は電気代は負担し

ませんが、今後の維持管理については負担しま

すが電気料は今後２者で見ていただくという形

で、協定を平成２６年４月１日に結ばせていた

だいて、平成２６年度から現在までこういう形

で動いているところでございます。過去そうい

う流れで、今二つの施設が源泉ポンプの電気料

を負担しているというところでございます。 

 御質問にあったとおり、今後のメンテナンス

とかポンプの入替とか、いろいろな故障とか、

ここ数年頻発してございましたので、委員御質

問のとおり、いろいろな負担についても今後の

方向性はどうなのかという多分御質問だと思い

ますので、そこについては、令和２６年４月１

日に協定を結んでいるので、今後また２法人と

の話合いも必要なものでございますので、その

辺についても今後、電気代を今までずっと２者

で負担してもらうのがいいのか、メンテナン

ス、電気代全て分割がいいのかの協議がまた必

要になってくるとは思いますので、今現在はそ

ういう形で協定を結んでございますので、私、

今この場でそうしますとなかなか明言し難い状

況でございますので、今後ここも検討の一部と

考えているところでございますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、介護保険特別会計でございます

ので、介護保険の３２１ページを御覧くださ

い。 

 こちらの下から３番目にある地域支援事業支

援交付金２,０７２万５,０００円の内訳という

御質問でございましたので、まず地域支援事業

についてでございますが、こちら款としては支

払基金交付金ということで、２号被保険者が支

払っているお金が交付金のほうに入ってきてい

るものでございます。それを受けて、七飯町の

事業としては、介護予防日常生活総合事業とい

うことで七飯町独自の基準による訪問型Ａサー

ビス、Ｂサービス、基準を緩和したヘルパー

と、あとは訪問Ｂ型ということで、住民主体に

よる訪問サービスというものを実施してござい

ます。 

 通所系でございますが、こちらも総合事業で

通所介護サービス相当のものということで実施

しているデイサービス等みたいな通所系のもの

をやっているというところでございます。 

 あとは、介護予防ケアマネジメント、第１号

被保険者の介護予防の方のケアマネージメント

を行っているのと審査支払手数料、あと高額介

護予防サービス費相当という形になります。 



－ 22 － 

 あとは一般介護予防事業、元気な高齢者の方

の介護予防事業で、こちら地域介護予防活動支

援事業、あとは介護予防普及啓発事業というこ

とで行っております。 

 あと、地域包括支援センターの運営に係るそ

の辺のものと、あとは任意事業ということで、

例えば成年後見利用に係る事業の事業費が主な

ものとしてかかっております。 

 あとについては、町独自の生活支援体制整備

事業、こちら生活支援コーディネーターを設置

していたり、あとは認知症に係るケア向上事業

について一部お金が使われているのと、地域ケ

ア会議という形の事業が内訳となっているもの

でございます。 

 続きまして、次のページ、３２５ページでご

ざいます。 

 こちらの雑入の返納金の下から４番目の法第

２２条の関係でございます。こちらの内訳とい

うか詳細という形になるかなとは思うのですけ

れども、こちらについては、某介護事業者が介

護サービスをする際のケアサービス計画等のケ

アプランに不備があったというところで、七飯

町民の４名の最大１８か月分の不正請求という

形に……。 

 トータル、当初１,０７８万８,４８０円が返

還となる対象でございましたが、まずは平成３

０年７月から分納が始まりまして、返済金額と

しては当初８万円から始まり、それを１２か

月、平成３０年７月から翌平成３１年６月まで

８万円、平成３１年７月から１３万円、５万円

アップして、さらに令和２年度のときは１８万

円という形で、金額を５万円ずつアップさせて

いただき、令和３年度４月から６月まで１８万

円、そして令和３年度７月から令和４年３月ま

で２３万円という形で納入していただき、今回

の決算額２６１万円となっております。 

 残額についても、先ほど別紙のところで収入

状況、不納欠損等の説明であったとおり、四百

何がしまだ残っているという状況でございま

す。 

 続きまして、決算書の３３７ページでござい

ます。３３７ページの下から２番目の認知症カ

フェ運営補助金７,９００円でございます。 

 こちらについては、認知症カフェの運営につ

いて行っているもので、ふまねっとクラブなな

えが認知症カフェを運営しているもので、こち

らも令和３年度の運営に係る軽費でございます

が、補助金の請求額については、まずは補助決

定して、補助金の実績報告をしたときに上がっ

てきた金額が７,９０８円で、端数切り捨てて

７,９００円助成しているものでございます。 

 活動内容については、令和３年４月１６日に

ふまねっとをやりまして、最後が令和３年１２

月１７日、１０回行っているという内容でござ

います。その後、コロナ等で一回ちょっと令和

４年１月以降は実施されなかったということで

報告を受けています。 

 御質問については、以上でございます。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 まず、介護保険の３２１ページの地

域支援事業支援交付金２,０７２万５,０００円

というもので、いろいろ言っていただいたので

すけれども、申し訳ないですが、そういう文書

があるのでしたら、金額の一覧表があるのでし

たら、もしいただけるのだったら資料をお願い

したいと思います。 

 次に、法２２条の不正利得による返納金という

ことで、これは今回で全部終わったということな

のかどうかということを確認したいということ

と、該当するのは１件だけなのか。それをもう一

回お願いしたい。 

 それから、介護保険の３３７ページの７,９００

円の認知症カフェは、新しく出た重層型には該当

しないのですか。該当するような中身のように見

えるのですけれども、そこのところを教えていた

だきたいと思います。 

 あとは、重層的支援体制のもので新しい事業と

しては、共助基盤体制整備事業委託料というの

がそうだという先ほどお話だったと思うのです

けれども、今年度はどういうふうに、それは一

般質問だよということでしたらお答えしなくて

も構いませんので、どういう内容になっている

か中身が分からないので教えていただきたい。 

○平松委員長 横田委員、すみません、マイクを
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向けていただけますか。 

○横田委員 すみません。聞こえましたか。 

 最後に、ポンプのものは過去からいくと変わっ

てきて、平成２６年にやったのが最後で協定を結

んでいるよという話だったのですけれども、実際

にどうなのかということを、３施設でやっている

ということは、２４時間動いているのではないか

というふうに僕は捉えていた部分があるのですけ

れども、本当に温泉だけだったらもう少し長く使

えるのではないかなというふうに思っているので

すけれども、使う時間もデイサービスだったら、

デイの始まる朝の１０時ぐらいから午前中いっぱ

いだとかあるだろうし、それから好日園だったら

夜の時間なのか、それとも同じく自分の手でやれ

ないからと、その人たちを入れているのか、養護

老人ホームですから、自分でできるのではないか

なというふうに思うので、夕方の時間なのかなと

いうふうに解釈しているのですけれども、そうい

うのもあるので。 

 以前に何回か故障したときには、自分たちで

持っているボイラーで対応しているはずだと思う

のですよね。それでやった場合、そういう余分な

お金をかけてやっているのが、プラスなのか、マ

イナスなのかということも、それを３者でお話と

いうこともしているのかどうかというのをちょっ

と教えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まずは、特別会計の

ほうから説明したいなと思います。 

 介保３２１ページの地域支援事業支援交付金の

２,０７２万５,０００円の金額の内訳というこ

とですよね。それは精査しなければならないの

で、後日資料を出すという形でお願いします。 

 次に、３２５ページでございます。 

 こちら１者の分でありまして、こちら、まだ

残額が、分納が今後まだ続く形になりますの

で、令和４年度の調定額については４０３万８,

４８０円まだあるという形で御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 あとは、介保３３７ページでございます。 

 認知症カフェは、こちらは重層的な事業に当

てはまるのではないのかというところでござい

ますが、こちらについては、認知症関係の事業

ということで特化されていますので、先ほど委

員の御質問にあった地域支援事業の中の事業の

一環の認知症施策という形でございますので、

そちらで実施させていただきたいというところ

でございます。 

 あと、重層の令和４年度の新しく何をやって

いるのだということの御質問だと思いますの

で、新たにやらせていただいたのが、先ほどの

共助基盤整備事業の１１０万円でアンケート調

査したとあるのですけれども、そちらを今度、

共助の基盤づくりの新たな事業としてやらせて

いただくものがございまして、こちらについて

は、今まで高齢者の要介護認定とかを受けてい

る方について、ちょっとした困り事サービスと

いうことで、有償ボランティアの方が１５分１

７０円で活動していただくものは、高齢者に

限ったものでございましたけれども、令和３年

度のアンケートの結果、高齢者だけではなく、

障がい者であったりとか、妊婦さんであったり

とか、一時的に病気のある方とかという形で、

そちらの枠を広げる事業を新たに起こさせてい

ただいたという形になります。 

 こちらについては、いろいろと介護だ、障が

いだ、児童福祉だという項の谷間の方を救える

制度という形で実施させていただくというのが

新たな事業でございます。 

 あとは、先ほどの参加支援事業の中であった

のですけれども、社会とのつながり応援事業と

いうことで、まず、子ども、障がい、高齢、生

活困窮の各制度の、こちらも制度のはざまの方

に対するサービスでございますが、相談を聞き

取って、要は、ひきこもりとかの、社会に出た

けれどもちょっとまだ社会復帰されていない方

とか、なかなか高齢者介護だ、障がい者児童福

祉だとなかなか救えない等のはざまの方が、今

回の質問にあったヤングケアラーの部分とか

も、いろいろあると思うのですけれども、そう

いった方々を社会参加させるために、一般企業

にお願いして受け入れしてもらったり、例えば

今、社会福祉協議会とかで集えるサロンをつ
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くって、そこでいろいろな事務仕事させたり、

好きなことをやらさせて、徐々に社会参加させ

ていくという社会とのつながり応援事業という

ものを新たに令和４年度で起こさせていただい

たというところでございます。 

 あとは、今後いろいろとまた国の新たな事業

についても、メニューが来たら検討してやって

いきたいというところでございます。 

 続きまして、温泉のポンプでございますが、

なかなかデイサービスセンターができて、好日

園ができて、最後にアップル温泉ができた。温

泉を使っていた順番も、我々最後に使わせてい

ただいているという形がございます。 

 あそこは、水嶋町長のときに福祉村構想が

あったところで、介護保険になる前のデイサー

ビスセンターを造って、養護老人ホームを移設

したという形で、温泉を使うありきの設計で

造っていたところでございます。その後、私ど

もが使わせていただいている中で、今後、沸か

し湯でも対応できるのは対応できると、２施設

についてそうでございます。 

 そういう中で、いろいろと協議もしていかな

ければならないとは思うので、今ここで明言で

きないというのが実際のところでございます

が、実際、なかの苑については、大体お風呂の

時間というのは１０時から１２時までの営業で

行われているというところでございますので、

お湯を入れるのは大体９時から入れていくと。

温泉の使用料も、そんなに浴槽が大きくないの

で、使用割合ももともと我々６で、好日園３

で、デイサービス１だったので、そんなに使用

量はないという形でございます。 

 好日園の養護老人ホームについても、大体１

０時から１４時までお風呂の時間というところ

で、そこについても、お風呂のお湯についても

ゆっくりちょろちょろ入れて、あまりたくさん

入れると温度が上がるので、事前にあまりたく

さん出さずに温度調整しながら出しているとい

う状況でございます。 

 アップル温泉については、１０時から９時半

まで営業していますが、実際２４時間出しっ放

しでございますので、そこについての使用料的

には、やっぱりアップル温泉は２４時間、３６

５日出しっ放しという形で運営してございます

が、そういったところの兼ね合いもございます

ので、いろいろな方向性を考えながら。 

 先にちょっと私、一発目の答弁させていただ

いたのですけれども、そういうところもいろい

ろ、ちょっと検討させていただくとは思うので

すけれども、なかなか設備的にもそんなに、も

ともと温泉使うありきの二つのデイサービスと

好日園の施設でございますので、その辺も

ちょっと、毎日それで対応できるのかどうかも

確認してございませんので、今後の検討課題と

いう形で御理解のほどよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかに御質問ないでしょうか。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、３点ほど質問したいと思

います。 

 まず、様式１のナンバー１の関係ですけれど

も、青年後見制度をやっておりますけれども、実

績件数と、それから主な支援内容というのですか

ね、今までから比べるとこういうものが増えてい

るとか、そういうものがありましたら教えていた

だきたいと思います。 

 それから、ナンバー３の地域貢献ポイント制

度、昨年度から比べると付与件数が増えているの

か減っているのか。あるいはポイント数が増減あ

るのか。減っているのは、例えば増えていればな

ぜか。あるいは減っていればなぜか。そこら辺の

分析をしていれば、教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、ナンバー４の民生委員の関係ですけ

れども、七十何名たしかおられると思うのですけ

れども、現在、欠員何名いるのかね。そこら辺を

教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、ナンバー１の市民後

見人の関係でございますが、この決算の中でいう

と、１８番の負担金の市民後見人養成研修受講補

助金でございます。３２万円出してございます
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が、こちら受講が令和３年度は８名受講してござ

います。その中で、市民後見人制度は、ほかに役

務費とかで申立郵便料、申立手数料等ございま

す。こちらについては、生活保護の方とかが町長

申立ての際に私どものほうの支出のほうで一旦手

数料等立て替えて行っているものでございます

が、令和３年度については、実際、町長申立ての

方は１名でございますが、市民後見人としての活

動をされている生活保護以外の方については、ま

だ、現在すみません、ちょっと具体な人数はあれ

なのですけれども、令和３年度は２名の方が成年

後見人として活動されているという形でございま

す。 

 それと、次でございますがナンバー３、地域貢

献ポイント制度委託料でございますが、こちらに

ついては、昨年度と比べて決算額がちょっと下

がってございまして、コロナ禍の中でなかなかボ

ランティア活動ができなかったということで、お

のずとポイントも下がっているというところでご

ざいます。 

 次のナンバー４でございます。民生委員の数で

ございますが、定数としては７２名、こちら主任

児童委員も含めて７２名必要なところでございま

すが、３月３１日現在で６７名で、６名欠員と

なっているところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 私、１番目で聞きたかったのは、

活躍されているのは２名というのは分かったの

ですけれども、具体的な相談内容というのです

かね、これがどういうふうなのかという。実質

相談件数だとか、あるいは主な相談内容がどう

いうものかということがもし分かれば。 

 それと同様に、地域貢献ポイントも、昨年と

比べて何人付与した人が増加したのか、減った

のか。あるいはポイント総数が増えたのか、

減ったのか。そこら辺分かれば教えていただき

たい。 

 それから、ナンバー４の７２名の民生委員の

定数が６７名で６名欠員だということですけれ

ども、これは同じ地域でずっと６名が欠員して

いるということであれば、やはりその地域に

とって非常にマイナスだと思うのですよ。ここ

ら辺の対策をしっかり練っているのか。 

 令和２年はちなみに欠員何名だったのです

か。それと何も変わらないということであれ

ば、２年連続欠員のままだという話ですよ、６

名が。これは地域福祉にとっては非常に私は問

題あるのではないかと思うのですけれども、そ

こら辺の実態を教えていただきたいと思いま

す。 

○平松委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 １回目の答弁で答弁漏れがござ

いまして申し訳ございません。 

 後見人の主な活動でございますが、相談につい

ては、うちの地域の包括支援センターのほうでい

ろいろな介護保険の事業所、ケアマネージャー、

もしくは家族等から御相談を受けて、その中で成

年後見制度についても、家族の者が後見できるも

のであったりとか、家族以外の者でないと駄目だ

とかというような審判、これは裁判所の審判等が

必要になってくるものでございますので、いろい

ろな相談を受けた中で、まずはこの方の後見人に

ついては、市民後見人がいいのか、司法書士、弁

護士がいいのか、もしくは家族がいいのかという

ところの判断をさせていただき、その中で行って

いくという形でございます。 

 その中で、市民後見人のほうは、審判で選ばれ

た場合については市民後見人、その方の認知症の

度合いにもよりますけれども、一番重度の認知症

の方であれば契約行為、いろいろなものの、例え

ば施設に入る際の契約行為であったりとか、いろ

いろなものが必要になってきて、その後、金銭の

管理もございますので、支出、収入といったもの

の支出収入もの、いろいろなものをつけながら金

銭の管理をしていく。そして、そういうものを年

に１回、町を通して裁判所等に提出させていただ

くという形が大まかな流れとなっているところで

ございます。 

 それと、すみません、次の地域貢献ポイント

についてですが、令和２年度と令和３年度の比

較の人数、ポイント数が、何人付与したかとい

うのが手元でございませんので、申し訳ござい

ません、後日提出させていただくという形でご
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ざいます。 

 民生委員の数ですが、実際、令和３年度中は

述べ７０名いたところでございますが、それで

も３名とか欠員のところがあったと。その３名

のところについては、委員もおっしゃったとお

り、長く欠員になっている地域もございます。

民生委員の方々も体調を崩したり、いろいろな

ことで欠員になったりして、令和３年度末で６

名欠員という形でなってございます。 

 そして今年度、民生委員の３年に１回の改選

時期で町内会とかいろいろな団体のほうに推薦

依頼させていただいているところでございます

ので、新たに、そういった地域を欠員のところ

を極力なくしていくという形で地域の方々とお

話合いをしながら進めているところでございま

すので御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○平松委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありますか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 それと、共通様式の中で、２

か所ほどちょっと確認させてください。 

 まず、ナンバー１で、１９扶助費のところの

福祉灯油事業助成券ということで５０４万５,０

００円上がっていまして、当初予算から補正で

どんどん増えてきているあれなのですけれど

も、これはあれなのですか、対象人員から何割

ぐらいというか何人ぐらいあれしているのかと

いうところでの把握があるのかどうか。これで

ほぼ全員があれしているのかどうか、あるいは

自分が対象になのだけれども知らないでそのま

まいる人がいるのではないかということで、毎

回聞くのですけれども、制度がですね、広報に

載せるだけではなくて、きちっとそこのところ

に伝わっているかどうかと。 

 前年度の例でいくと、１０万円の特別給付金

のときに、こういう制度もあるよということで

通知したりして一緒に支所のほうに行くと、名

前書くだけですぐできているというのもあった

りして、あれなのですけれども、そういう広く

多くの人に知らせるといういうような活動的な

ものというのはどうなのかどうかというのを

ちょっと教えてください。 

 それと、一番最後の共通様式の１５です。こ

の中で健康センター管理費の委託料のところ

で、分煙カウンター保守点検委託料とかで、小

さな金額なのですが載っているのですけれど

も、分煙カウンターというのは、たばことかの

関係なのですか。それとも別なものなのです

か。ここでたばことか吸える場所があるという

ことで考えていいのですか。そこのところを

ちょっとすいません、教えてください。 

○平松委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まずナンバー１、福

祉灯油事業助成券購入費でございますが、こち

らについても、対象者については高齢者のみの

世帯、障がい者がいる世帯、ひとり親世帯で、

構成員の皆さんが住民税非課税というところで

ございますので、ある程度の人数は押さえてご

ざいます。 

 ただ、住民票上、同じ住民地だけれども世帯

分離にしているとか……。 

○平松委員長 マイクを。 

○村山福祉課長 そうですね。 

 なかなかでありまして、その中で、そこの部

分で、住民票は世帯分離しているけれども同じ

生計で世帯だよという場合は該当ならないとか

というものでございますので、そちらについて

も、制度はある程度高いのですけれども、実際

どういう生計でどうしたのかというのは聞き取

りしないと分からないので、ある程度の人数は

把握してございます。 

 そういった中で、前もいろいろと御質問いた

だいていて、一般質問等であれだったのですけ

れども、確かに給付金とかの別個の、国の１万

円出しますよとか、いろいろな平成２５年、４

年とかの頃に一緒に、ほぼ対象者一緒なので、

そういった中で、来たときにこちらも対象にな

りますよとかというときはやっぱりパーセント

はいいのですけれども、実際問題それの事業が

なくなるとやっぱり申請率というのですかね、

そういうのは下がるというところでございます

ので、そういったところで、実際、給付金やる
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ときは結構な人数になるのですけれども、なか

なか給付金が終わると申請してこないというと

ころで、そこについてもギャップがやっぱりあ

るのかなというのは私ども感じてございます。 

 そういったところの周知活動については、ま

た、時期になったら毎月、広報等に福祉灯油を

実施していますとは載せていますけれども、ま

た今回もいろいろな給付金国のほうでございま

すので、その中で併せて周知もしていくという

形で行っていきながら、そういう申請率のどう

いった傾向なのかというのをちょっと研究して

いきたいと思ってございます。 

 一番最後の健康センターでございますが、こ

ちら分煙カウンターはありまして、アップル温

泉内の個室で分煙カウンターを置いてたばこを

吸えるスペースがございます。そこに分煙カウ

ンター１台ございますので、それの保守点検と

なっているものでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 今回の執行済みの金額でいく

と、１,００９世帯という金額になっているので

すけれども、この間の１万２,０００円の道の支

援で今後給付していくというものを見たら、１,

１００世帯分ぐらいの金額が載っていて、その

ままで、単純にそれが合っているかどうか分か

らないのだけれども、そうであれば、１００世

帯近く申請してきていないという中で、そんな

町からアップル商品券をもらうのは潔しとせず

に自分でやっていくのだという人もいるかもし

れないので、何とも言えないのですけれども、

どのくらいの割合が受給されているのか。対象

がどのくらい来ているのか。申請してこないの

はどういうあれなのか、知らないからなのかと

か、その辺のところはちょっと、もう一度どう

なのかなと。 

 それと、最後のたばこの分煙何とかと、今た

ばこはもう全部やめてしまうとかというような

わけにはいかないものなのでしょうかねという

か、その辺のところはどのように考えるのか、

ちょっと教えてください。 

○平松委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、今回、本定例会で議

決いただいた補正予算の人数と、新たな事業の人

数との乖離でございますが、まず今回上程させて

いただいた新たな事業の人数については、ある程

度七飯町として北海道で補助基準額が１,４００万

円何がしぐらいですよということで内示という

か、このぐらいのレベルですよというお知らせが

来ていたので、そこで計算して、令和３年度の決

算額で大体５００万円超えたので、１,０００人ぐ

らいになったので、上限の特財を確保するために

今回１,１００何がし、１７０人の分の１万２,０

００円の給付金を予算化させていただきました。 

 その中で、今回、福祉灯油と同じ申請書で、

ちょっと申請書を改造して、口座を書いてもらう

ところとかつけて対応しないなと思っているの

で、全く同じ対象者になると思うので、今まで給

付金で同時にやったときというのは人数が増えて

いるので、今回もＲ３年度で１,０００人超えてい

たので、今年度ももし、その給付金を一緒にやる

のであれば、また増えるのではないかなという事

務方の私どもの考えでございますので、そういっ

た意味で、まずは様子を見ています。 

 道の補助は、大体このぐらいだよといった金額

でまずやらせていただいて、それに合わせて、今

後、福祉灯油の助成事業についても、補正対応し

ながら人数を上げていきたいなと思ってございま

すので御理解のほどよろしくお願いします。 

 あと、アップル温泉の分煙室でございます

が、こちら健康増進法上たばこの部分で、ある

程度は仕切られたスペースで、外の排気もつい

ていて、分煙カウンターもついているので、一

応置いておくには問題はないと思うのですけれ

ども、あまり利用者もたばこを吸う方も少なく

なってきているので、利用している割合は減っ

ているとは思うので、そういった顧客人数を

ちょっと捉えながら、今後もそういうことを、

委員のおっしゃるとおり、検討はしなければな

らないのかなと思ってございますので、まずは

一度いろいろとニーズを聞きながら進めていき

たいと考えているところでございますのでよろ

しくお願いします。 

 以上でございます。 
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○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これにて、質疑を終わります。 

 以上で、福祉課に対する審査を終了します。 

 福祉課長、御苦労さまでした。 

 次に、環境生活課の審査を行います。 

 環境生活課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、環境生活課長、決算書及び提出資

料に基づき、説明をお願いいたします。 

 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 それでは、令和３年度の環

境生活課の決算につきまして、共通様式に基づ

きまして御説明をさせていただきます。 

 共通様式ナンバー１からになります。決算書

ページ数は１２６ページからで、事業決算名は

環境衛生費、予算現額は４５万２,０００円、支

出済額は４３万２,５８６円で、執行率は９５.

７％です。 

 事業の中身につきましては記載のとおりでご

ざいますが、具体的な内容欄の一番下になりま

す環境生活費内での流用といたしまして、委託

料から消耗品費へ流用を行っております。こち

らは、犬の観察に不足が生じたため、流用によ

り対応したものでございます。 

 続きまして、ナンバー２になります。ページ

数は１２８ページからで、事業決算名は食品衛

生費、予算現額、支出済額ともに４万円で、執

行率１００％です。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー３です。決算書ページ数は１

２８ページからで、事業決算名は環境衛生車管

理費、予算現額は３１万２,０００円、支出済額

は２９万９,７４１円で、執行率は９６.１％で

ございます。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー４です。決算書ページ数は１

２８ページからで、事業決算名は有害鳥獣対策

費、予算現額は５２５万７,０００円、支出済額

は５１０万４,２７８円で、執行率は９７.１％

でございます。 

 決算内容につきましては記載のとおりでござ

いますが、令和３年度につきましては、大川地

区に熊が出没したり、それから新型コロナウイ

ルス対策の関係で、冬のキツネ駆除の作業に支

障が生じまして、こちらを実施しないというよ

うなことがありまして、それぞれ補正予算等で

対応をしているところでございます。 

 次に、ナンバー５です。決算書ページは１３

０ページからで、有害鳥獣対策車管理費で、予

算現額は１２０万４,０００円、支出済額は１１

６万２,７３２円で、執行率は９６.６％です。 

 決算の内容につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、ナンバー６、ページ数は１３０ページ

からで、事業決算名は火葬場及び墓地管理費、

予算現額は１,００９万９,０００円、支出済額

は１,００７万２,７０６円で、執行率は９９.７

％でございます。 

 このたびの決算内容につきましては、下から

３行目、工事請負費にて火葬炉の台車のセラ

ミックの交換、それからスクリーンれんがの取

替工事、メッシュフィルターの交換等、合わせ

まして２９９万２,０００円を支出してございま

す。また、一部灯油の予算不足に絡みまして、

手数料から燃料費に対しまして１万１,０００円

を流用しているものでございます。 

 次に、ナンバー７です。ページ数は１３２

ページからで、事業決算名は火葬場及び墓地管

理費（臨時交付金事業）で、予算現額は１３５

万３,０００円、支出済額１３５万３,０００円

で、執行率は１００％。 

 こちらは、新型コロナウイルス感染症対策と

して火葬場のトイレ改修を実施いたしました。

男性、女性それぞれ和式一つずつを洋式に変更

したものでございます。 

 次に、ナンバー８、ページ数は１３２ページ

からで、事業決算名は自然環境保全事業費で、

予算現額３１４万７,０００円、支出済額は３１
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０万４,１４８円、執行率は９８.６％です。 

 こちらにつきましては、河川の水質検査委託

料などの支出を行ってございます。 

 次に、ナンバー９です。ページ数は１３２

ページからで、事業決算名は生活環境対策事業

費、予算現額は１,７３７万８,０００円、支出

済額は１,７３７万６,７６３円です。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

すが、特に、特定空家等解体事業補助金１００

万円、それから合併処理浄化槽設置整備の補助

金につきまして２１件分、１,１６２万円を支出

しているところでございます。 

 次になります。ナンバー１０、ページ数は１

３４ページからで、事業決算名は大沼ネイ

チャーセンター管理費、予算現額は１７５万２,

０００円、支出済額は１７３万１,４７９円、執

行率９８.８％です。 

 こちらは、令和４年２月から開館いたしまし

た大沼ネイチャーセンターの設置管理に係る事

業費として決算を行ってございます。 

 なお、一部必要備品、脚立等の購入が必要と

なったことから、管理費内での流用を行ってい

るところでございます。 

 次に、ナンバー１１、ページ数は１３４ペー

ジからで、事業決算名は大沼ネイチャーセン

ター管理費（臨時交付金事業）です。予算現額

は１６２万５,０００円、支出済額が１６１万

９,４５３円、執行率は９９.７％です。 

 こちらは、同じく大沼ネイチャーセンターの

整備のために行った事業でございまして、内部

の改修工事やテレワークに対応した備品等の購

入費を計上してございます。 

 次に、ナンバー１２、ページ数は１３８ペー

ジからで、事業決算名は廃棄物対策費、予算現

額４６万５,０００円、支出済額２６万４,５１

６円、執行率は５６.９％となってございます。 

 こちらの執行率が著しく低くなった内容につ

いてなのですが、役務費の中に廃家電の運搬処

理費、それから委託料に廃タイヤの処理委託料

がございますが、令和３年度につきましては、

非常に量が少なくなったということでありまし

て、こちらの執行につきましては、年度末で一

括処分という形を取ってございますので、この

ような形になり、予算の執行残が多くなってし

まったということでございます。 

 次に、ナンバー１３です。ページ数は１３８

ページからで、事業決算名は廃棄物対策車管理

費費、予算現額は４９万１,０００円、支出済額

は４８万１,８８８円、執行率は９８.１％。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー１４、ページ数は１３８ペー

ジからで、事業決算名はリサイクル推進対策

費、予算現額は２６８万１,０００円、支出済額

は２４８万６８８円で、執行率９２.５％。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー１５、ページ数は１４０ペー

ジからで、事業決算名は廃棄物処理費、予算現

額は４億８,５８８万６,０００円、支出済額は

４億８,５７７万６,９３０円、執行率は約１０

０％ということでございます。 

 こちらにつきましても、内容につきましては

記載のとおりでございますが、このたびは工事

請負費でリサイクルセンターへつながる進入路

の路面の改修工事を行ってございます。改修工

事費は８８万円となってございます。 

 次に、ナンバー１６、ページ数は１４０ペー

ジからで、廃棄物処理作業車管理費、予算現額

は１８７万５,０００円、支出済額は１８２万

２,８８９円で、執行率は９７.２％。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー１７、ページ数は１４２ペー

ジからで、事業決算名はし尿処理費、予算現額

は７,３００万２,０００円、支出済額も同額７,

３００万２,０００円、執行率は１００％。 

 内容につきましては、南渡島衛生施設組合負

担金ということでございます。 

 次に、ナンバー１８、ページ数は１６２ペー

ジからで、事業決算名は消費者行政事業費、予

算現額は７０万５,０００円、支出済額も同額で

ございます。 

 内容欄に記載しておりますが、こちらは事業
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間流用を行ってございます。これにつきまして

は、消費生活相談業務負担金を函館市等ととも

に設置してございます消費生活センターが令和

３年３月２６日付で賃借料の増加によりまして

各町の負担金額が若干上がったということが来

まして、もう既に予算が議決された後でござい

ましたので、事業間流用により不足する１,００

０円を流用したものでございます。 

 最後に、令和３年度決算審査特別委員会追加

要求資料といたしまして、大沼ネイチャーセン

ターの利用実績が求められてございますが、先

ほども一部御説明申し上げたとおり、ネイ

チャーセンターにつきましては、令和４年２月

から開館ということでしたので、実質２か月で

ございます。実績といたしましては、来館者に

つきましては氏名等を記入していただく方式を

取ってございます。これにつきましては、２月

分についてはゼロ、そして３月に７名の方が御

利用をいただいたということで、口頭にて御説

明をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 これより、質疑を行います。あり

ますね。 

 それでは、暫時休憩をいたします。 

午後 ２時００分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１０分 再開 

○平松委員長 それでは、休憩以前に引き続きま

して、再開をいたします。 

 環境生活課長に対する質疑より行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ２点ほどお願いします。 

 まず、ナンバー４です。ナンバー４の鳥獣被

害の状況なのですけれども、今年度は各地で熊

の出没の報道といいますかがありますけれど

も、私の知人なんかも、トウキビを栽培してい

るのだけれども、６,０００本ほどがほぼ全滅し

たというようなことも聞いております。 

 実際に実態調査といいますか、今回資料は出

ておりませんけれども、実態調査が行われてい

るのか。その被害の状況を把握しているのであ

れば、その状況などを報告していただきたいと

いうことと、実際に、ここで対策のための予算

が組まれて費用も出されております。隊員だけ

で２０名、百六十数万円の予算が執行されてい

るという状況なのですが、対策の実施状況とい

いますか、その辺について少し分かるように説

明していただきたい。まず１点です。 

○平松委員長 １点だけですか。 

○上野委員 いいえ、２点です。 

 ２点目です。ナンバー９です。ナンバー９に関

しては、特定空家の件です。これは予算１００万

円補助金が執行されているということなのです

が、どのような形で執行されたのか。対象の空き

家は何件でどのように解体したのか。また、現状

七飯町内の特定空家の把握している数字がありま

したら、その辺についてと、それから特定空家に

対して、町はどのように解消の取組をして、今回

この１００万円の補助金の活用になったのか。そ

の辺を分かるように説明いただきたい。 

 以上です。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 まず、御質問のありました

ヒグマ対策、有害鳥獣対策でございますが、こち

らは、ハンターに非常に御協力をいただいて、地

域の皆さんから被害があっただとか、それから熊

の出没の形跡といったものを確認させていただい

て、警察、それから地域の方々含めて情報共有し

て対応に当たっているということは御存じかと思

います。 

 例えば令和３年度であれば、いろいろヒグマ出

没時の緊急出動や見守り、それから箱おりの設置

とか、早朝の見回り、それらも非常にこのたび、

例えば、昨年度であれば大川地区にも出没しまし

たので、そういった際にもハンターの皆さんにそ

ういった形で数多く頻回に辺りを確認していただ

いているというような対応を取って、ヒグマ被害

が広がらないように対応をしてきたところでござ

います。 

 令和３年度については、ヒグマの捕獲事例とい

たしまして、５頭の捕獲駆除を行っているところ

でございます。引き続き、そういった大事に至ら

ないように、しっかりと見回り対策とか、被害防

止のための取組を進めていって、鳥獣駆除対策を



－ 31 － 

進めてまいりたいと考えてございます。 

 それと、ナンバー９の特定空家の解体補助金

は、御説明いたしましたとおり、このたび２件、

５０万円、５０万円として支出をしてございま

す。これにつきましては、現在、特定空家候補が

４９戸と確認してございます。この補助金を使っ

て、こういった空き家が解消されていくように努

めてございます。 

 今回の令和３年度の２件につきましても、所有

者の方がこの補助制度を活用していただいて空き

家の解消につながっているということで御理解を

いただきたいと思います。 

 先般の一般質問の際にも御答弁をさせていただ

いてございますが、七飯町の空家等対策計画策定

時には、特定空家の候補といたしまして６４戸ご

ざいました。それが今、令和４年３月末時点で、

先ほど申し上げましたとおり、４９戸に減少して

いると。少なからず、こういった補助制度を活用

いただいて空き家の解消につながっているという

ことですので、この補助金につきましては、広く

皆さんに知っていただく。それから建設業とかと

いったところにも情報提供してございますので、

ぜひともこの補助制度を引き続き活用していただ

けるように努めていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 あと４９戸あるということなのです

が、この４９戸の所有者といいますか、全て把握

しておられるのか。また、そういった所有者に対

して、この制度を知らせるような努力がどのよう

にされているのか、ちょっとお伺いします。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 特定空家につきましては、

システム管理をさせてもらってございます。当然

所有者の不明分もございますけれども、そういっ

た方々に御案内をして、こういった空き家の解消

につなげていきたいという考え方でございます。 

 全てが全て、何といいましょうか、直ちにこの

補助金を使って解体できるとか、いろいろ経済状

況、それから所有者の所有の在り方とか、実際、

御本人だけではなくて複数の方で所有されている

とか、いろいろなケースがあると思いますので、

その中でも、うちの補助制度とかといったものを

しっかりお知らせして活用していただきたいなと

思っております。 

 以上です。 

○平松委員長 上野委員。 

○上野委員 いろいろなケースがあるということ

なのですが、先ほど質問したのは、４９戸の所有

者の把握がどの程度されているのかというのと、

所有者に対して制度を一応情報提供しているの

か、その辺もう一度お願いします。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 先ほどもお話をさせていた

だきましたが、いろいろ所有者の方にも事情がご

ざいます。それこそ、先般の御質問にありました

とおり、これを解体ということではなくて、新た

に利活用するという考え方もお持ちだと思いま

す。そこら辺踏まえながら、町の制度をお知らせ

する。空き家の解体補助金だけではなくて、その

ほかにも、例えば改修をしていただけるような制

度とかといったものもお知らせしながら、全般と

して空き家対策につなげていきたいという考え方

です。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 様式の１０と１１の関係で、ネ

イチャーセンターの利用状況について資料要求し

て、今、口頭で２月はゼロ、３月は７名というこ

とがあったのですけれども、この７名とかは、先

ほど聞いたら、来て記帳した人数のことのような

のですけれども、そうすると、もっとたくさん来

ている可能性があるということと。 

 テレワークとかという機能を付加して、令和３

年度中にはそういうのはなかったと。その後につ

いて、こういうのを活用して何かというのは新聞

にもちょっと出ていたようなあれがあるのですけ

れども、その後の活用状況というのですか、そう

いうものと。 

 あと、来た方のコメントというのですか、そう

いうものについて何か自由帳のような形で何々で

すねというような機能とか、そういうものはな

かったのかどうかで、ちょっと確認したいのと。 
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 今後、決算参考資料にネイチャーセンターの利

用状況等について、どのような、月別がいいの

か、利用状況別がいいのか、分からないですけれ

ども、そういう資料をできればお願いしたいと思

うのですけれども、その辺の考え方はどうなのか

なということ。 

 あと、ナンバー１１のところでＰＲ用パンフ

レットの印刷と小さな金額が載っていますけれど

も、これは何種類作成して、順調にはけて、内容

の講評はどうなのかなというところで、どんなと

ころに、どう配っているのかなという、ネイ

チャーセンターに置いているだけなのか、どこか

観光施設に置いてあれしているのかどうか、そこ

のところをちょっと教えてください。 

 以上です。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 まず、ネイチャーセンター

につきましては、令和２年度、いわゆる令和３年

２月から開館しているということで、このたび残

念ながら母数が少な過ぎましたので、口頭で御説

明をさせていただきました。 

 今、令和４年度に入りまして、来館者の数につ

きましては、４月から９月上旬までの集計になり

ますけれども、２００名以上来館していただいて

ございます。ただ、先ほどもお話ししましたが、

入館者の把握については、実はこちらの係の配置

もございますけれども、常時把握できるという状

況ではなくて、先ほどお話ししました、例えば有

害鳥獣駆除の対策に職員が出動している場合と

か、一定時間不在になる部分もあるものですか

ら、どうしても来館者の把握についてはちょっと

アナログなのですが、記帳いただいた数を御報告

するという形になります。 

 それと、ネイチャーセンターの中身をこのたび

令和３年度の決算でいろいろ整備をさせていただ

きました。テレワークの備品等とか、あと、大沼

のラムサール条約登録湿地でもございますので、

そういった自然環境の啓発の掲示等も行っており

ます。その際、来館されたときに、うちの職員と

ラムサール条約湿地のことや自然環境のことと

いったことをざっくばらんにお話ししていただい

ている部分もありますので、コメントとしては

残ってございませんが、そういった形で来館者の

方には御利用をいただいているということで御理

解をいただきたいと思います。 

 あと、テレワークの関係でネイチャーセンター

のパンフレットの印刷をさせていただきました。

こういったパンフレットになるのですけれども、

これにつきましては、ネイチャーセンターだけで

はなくて、広くワーケーションというような場

所、こういうところありますよとか、そういった

ことをお知らせするような形でございます。た

だ、部数が非常に限られて、皆さんにお目にかか

る部分も少ないかもしれないのですけれども、近

くに大沼のセミナーハウスと、それから国際交流

プラザもありますので、そういったところに設置

しているということで御理解をいただきたいと思

います。 

 あと、こういった利用状況については、ある

程度数字がまとまりましたら御報告できるよう

に対応していきたいと思いますので、御理解を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 今、パンフレット等は限られて

あれだとかと。このパンフレットについては、

ホームページとか、そういうもので広く伝えてい

るのかどうかということと。 

 当初、民生文教常任委員会に条例の作成で付託

されたときに、利用状況としては、学校単位で来

て何かするとかというような話があったのですけ

れども、いろいろな学校からそういう自然環境の

学びの場として利用したいとか、そういうような

照会とかというものは来ているのかどうか。個人

的なあれなのか、学校単位でのそういうものの照

会とかあるのかどうかのところについて、２点ほ

どお願いします。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 先ほど御説明したとおり、

このたびのパンフレットにつきましては、ワー

ケーションというくくりで作らせていただいてご

ざいます。大変あれなのですけれども、例えばネ

イチャーセンターであれば環境生活課が所管す

る、それにワーケーションといえばセミナーハウ
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スもそういう取組を行ってございます。セミナー

ハウスにつきましては、ほかの部署で所管してい

るということで、それぞれがそれぞれの分野でＰ

Ｒするというような形で取り組んでございます。 

 まだまだこういった資料をお見せする機会と

いったものが確保できていないために、皆さんも

こういったパンフレット自体をお目にしたことが

ないかもしれませんので、こういったところを今

後も含めて強くＰＲをしていきたいなと思ってご

ざいます。 

 それと、学校単位でというようなお話があった

のですけれども、実は自然環境といったものの授

業というのでしょうか、そういったところにはう

ちの自然環境係のほうも、例えば学校の活動の講

師として参加したり、実施協力、それから大学等

とも、こちらのほうをフィールドにして研究され

ている方もいらっしゃいますので、そういったと

ころでうちも所管として大いに協力をさせていた

だいているところでございます。 

 まだ実績として、学校単位でいらっしゃったと

いう実績はちょっとないのですけれども、今後も

そういったいろいろな機会を捉えて、学校のそう

いった希望に添えるようできる限りの協力をする

という体制ではありますので、ぜひ御理解をいた

だきたいなと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑ありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 ３点ほどお願いします。 

 まず、大沼の水質浄化の状況はどうなっている

のか。よくなっているのか、悪くなっているの

か、変わらないのか。そこら辺ちょっとお願いし

ます。 

 それから、大沼のラムサール協議会と大沼環境

保全協議会のそれぞれの活動状況を教えてくださ

い。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 まず、大沼の水質について

でございます。先ほども決算資料の御説明をした

際にもお話ししました、河川の水質の状況の調査

につきましては、年に通常１４回行っているとこ

ろでございます。 

 それらの、例えば定期検査については環境基準

といたしまして、ＣＯＤ、それからゼンリン、こ

ういったものの調査も行ってございます。特にＣ

ＯＤ、ゼンリンについては、環境基準を満たして

いるというのがほぼほぼではございますが、経年

で見ますと、残念ながら一進一退というような状

況でございます。水質が良化している、それから

悪くなっているというような一進一退の結果に

なっているということで、まず御理解いただきた

いと思います。 

 特に、雨が降った場合に、土壌が湖沼に流入し

てくるということで、その際には非常に水質状況

が悪くなっているというのが調査の中でも出てき

ているところですので、引き続きそういったとこ

ろを監視しながら対応していきたいと思ってござ

います。 

 すみません、もう一つ御質問。（発言する者あ

り）すみません、申し訳ないです。失礼いたしま

した。 

 ラムサール協議会、今手元にあるのは令和３

年度なのですけれども、令和３年度について

は、会議等のつきましては、大沼環境保全対策

協議会、それからラムサール協議会の総会、そ

のほかにも全国の育樹祭の式典への参加とかと

いったような形でいろいろな会議等に出席をす

る。 

 また、活動の状況なのですけれども、令和３

年度については、北海道大学等と一緒になって

「ｅ－水活動」というものにも取り組んでござ

います。水質関係の教育分野の活動にも参加を

しているところであります。 

 そのほかにも、先ほどもお話ししましたが、

各種大学の現地の実習とか研究に際して、町と

して一緒になって協力していくというような形

でやってございます。 

 例えば、このたびのイベント的な活動につき

ましては、昨年１０月９・１０日で実施いたし

ました「遊び場・学び場プロジェクト」という

形で、生徒を交えて水草の力でアオコが消えて

いくというような実験をやったり、そういった

ことで環境教育というか、そういったものにも

取り組んでございます。 
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 あと、特に、北海道大学、それから岐阜大学

といったところが、令和３年度には大沼の現地

調査にいらっしゃっていますので、大体年に７

回、令和３年度については７日分をそういった

調査研究に協力しているというような形でござ

います。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 私が聞いたのは、ラムサール協議会

と、それから大沼環境保全協議会のそれぞれの活

動状況を聞いていたのです。 

 それともう１点、先ほどの水質のあれで、一進

一退というような話が出ましたけれども、それに

ついては、原因は分かっているという考え方でよ

ろしいのでしょうか。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 すみません、ラムサール協

議会としても、大沼の環境保全対策協議会のほう

に参加しておりますので、そういったことで活動

をしているということでございます。 

 それから、大沼の水質の部分ですが、これにつ

いて北海道のほうで調査研究をしている例が昨年

度報告されまして、その中に雨が降った際の土壌

流出したものが湖沼に入ってきていると。その際

にちょっと数値が悪くなるよということが報告さ

れているところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 そうすると、ラムサール協議会が大

沼環境保全協議会のほうに参加しながらいろいろ

活動をしているという考え方なのでしょうか。例

えば育樹祭だとか、ｅ－水活動だとか、各大学の

研究協力だとかというのは、これはラムサールの

あれなのですか、協議会が環境保全協議会のほう

で、合同というのですか、合同でやっているとい

うか、どういう、別々の機関だと私は思っていた

のですけれども、その中に入ってやっているよと

いう話であれば、どう整理したらいいのか、

ちょっと私も。 

 それぞれの協議会というのは、それなりの目的

をそれぞれ持ってやっていると思っていたのです

けれども、そこら辺ちょっともう一回説明してく

ださい。 

○平松委員長 環境生活課長。 

○福川環境衛生課長 すみません、私の説明が

ちょっと至らなくて。 

 大沼ラムサール協議会自体の活動は、先ほどお

話ししたとおり、環境教育とか、それから調査研

究の学術的分野といったところへの協力とか、そ

ういった部分をラムサール協議会でやっている

と。そして、大沼環境保全対策協議会につきまし

ては、別の団体ですので、ラムサール協議会が一

構成員としての立場で会議のほうに参加している

ということで、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、環境生活課に対する審査を終了しま

す。 

 環境生活課長、御苦労さまでした。 

 次に、子育て支援課の審査を行います。 

 子育て支援課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、子育て支援課長、決算書及び提出

資料に基づき、説明をお願いいたします。 

 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 よろしくお願いします。 

 子育て支援課所管分の令和３年度一般会計歳

入歳出決算の状況について御説明いたします。 

 資料、共通様式を御覧ください。 

 ナンバー１、事業名、児童福祉総務費は、当

初予算額６,９４７万６,０００円、補正予算額

７,３３０万７,０００円、予算現額１億４,２７

８万３,０００円に対し、支出済額１億４,０１

９万７,６１１円、不用額２５８万５,３８９円

で、執行率９８.２％になります。 

 この事業は、児童福祉事業を円滑に行うため

のもので、補正の主なもの、歳入の状況及び支

出状況は、記載のとおりとなっております。 

 続いてナンバー２、事業名、児童福祉総務費
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（臨時交付金事業）は、当初予算額ゼロ円、補

正予算額５０万６,０００円、予算現額５０万

６,０００円に対し、支出済額５０万６,０００

円、不用額ゼロ円で、執行率１００％になりま

す。 

 事業目的は、児童福祉業務を円滑に行うた

め、コロナ対策として子育て支援アプリケー

ションソフトを導入したものです。 

 次のページになります。 

 ナンバー３、事業名、放課後児童対策費で、

当初予算額８,５７８万６,０００円、補正予算

額マイナス２４３万６,０００円、予算現額８,

３３５万円に対し、支出済額７,８６９万６,３

４０円、不用額４６５万３,６６０円で、執行率

９４.４％になります。 

 事業目的は、学童保育クラブの運営を円滑に

行うもので、支出状況等は記載のとおりでござ

います。 

 ナンバー４、事業名、放課後児童対策費（臨

時交付金事業）です。こちらのほう、資料に誤

りがありましたので、大変申し訳ございません

が訂正をお願いいたします。左側から２列目の

新継別の欄のところに「継続」と記載してあり

ますが「新規」の誤りでした。大変申し訳ござ

いません。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 当初予算額ゼロ円、補正予算額２５４万４,０

００円、予算現額２５４万４,０００円に対し、

支出済額２３４万４,５４０円、不用額１９万

９,４６０円で、執行率９２.２％になります。 

 事業目的は、児童福祉業務を円滑に行うもの

で、コロナ対策による学童保育施設のインター

ネット環境を整備し、児童の学校教材の活用を

充実させるための対応をしたもので、支出状況

等は記載のとおりでございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー５、事業名、大中山保育所運営費

で、当初予算額６,２７７万３,０００円、補正

予算額１１２万６,０００円、予算現額６,３８

９万９,０００円に対し、支出済額５,４１４万

１,３９４円、不用額９７５万７,６０６円で、

執行率８４.７％になります。 

 事業目的は、大中山保育所の運営を行うもの

で、支出状況は記載のとおりとなってございま

す。 

 続いて、次のページになります。 

 ナンバー６、事業名、子ども・子育て支援給

付事業費で、当初予算額７億３,６３５万８,０

００円、補正予算額３,６１９万７,０００円、

予算現額７億７,２５５万５,０００円に対し、

支出済額７億７,１４３万７,８４１円、不用額

１１１万７,１５９円で、執行率９９.９％にな

ります。 

 事業目的は、私立保育所、幼稚園及び認定こ

ども園、小規模保育事業の運営を委託するもの

で、支出状況は記載のとおりとなっておりま

す。 

 続いて、ナンバー７、事業名、青少年育成対

策費で、当初予算額７４万７,０００円、補正予

算額マイナス３２万３,０００円、予算現額４２

万４,０００円に対し、支出済額３５万９,２１

７円、不用額６万４,７８３円で、執行率８４.

７％になります。 

 事業目的は、青少年の健全育成を図るもの

で、支出状況は記載のとおりとなります。 

 共通様式については、以上です。 

 続いて、添付の資料について説明いたしま

す。 

 様式３の収入済額の状況ですが、現年度分の

学童保育料が４件で１万７,５００円、こちらが

収入未済となっております。 

 また、滞納繰越分ですが、平成２８年度の保

育所延長等保育料が１件で１,８００円、平成３

０年度の学童保育料が４件で２万８,０００円、

令和元年度の保育料（副食費）が６件で２万７,

０００円、令和２年度の学童保育料が１１件で

６万４,４００円、保育料（副食費）が１件で

４,５００円、学童保育延長保育料が２件で５,

８００円、滞納繰越分の合計は２５件で１３万

１,５００円の収入未済となっております。 

 未済金については、今後も解消に向けて対処

してまいります。 

 続いて、様式４のナンバー１、不納欠損処分

の状況ですが、保育所延長等保育料が１件、３
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００円でした。事由は、居所不明によるもので

す。 

 続いて、追加資料として依頼のあった学童保

育クラブ保育料減免補助金の交付状況について

説明いたします。 

 資料の下段のほうに参考として、補助対象と

なる学童保育料と補助金の額を掲載しました。

これは要項にあるものなのですけれども、こち

らを参考として上段を見ていきますと、補助金

額は４,０００円と２,０００円のみの実績で、

３,０００円の補助はありませんでした。各月の

人数と金額は記載のとおりで、令和３年度の合

計としましては、４,０００円が延べ人数で７８

４人で３１３万６,０００円、２,０００円が２

４１人で４８万２,０００円、合計で３６１万

８,０００円となっております。 

 私からの説明については、以上でございま

す。 

○平松委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式のナンバー４の委託料な

のですけれども、学童保育インターネット環境

整備委託料の１４９万１,６００円なのですけれ

ども、これは町内全部の学童の整備をやったの

かというのが１点と、これをどのように使って

いるのか、使い方というのですかね、どういう

ふうに今状況としてやっているのかをちょっと

お知らせください。 

○平松委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 こちらのほうは、５か

所、本町と大中山と峠下と藤城と大沼とあるの

ですけれども、全部の環境を整えました。 

 使い方としては、教育委員会でタブレットを

配付して、そこで宿題とかというものをやるの

ですけれども、学童保育を利用する子どもたち

がインターネットの環境がなかったので、その

タブレットを活用できないということから、今

はタブレットを利用して宿題なんかを学童で

やったりしております。そういうことに使って

おります。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 共通様式のナンバー２、子育て支援

アプリケーションのソフトウェアを購入されてい

るのですけれども、現在どれくらいダウンロード

数いるか教えてください。 

○平松委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 こちらのアプリケー

ションは３月の広報で周知して、直近で、令和

４年８月末なのですけれども、現在１６１人が

活用しております。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑は。 

 田村委員。 

○田村委員 ちょっと確認なのですけれども、令

和３年度の施政方針で、１４ページに、具体的に

は民間の学童保育クラブを利用する保護者に対し

て、公立と民間の利用料差額の２分の１相当を助

成し、保護者負担を軽減してまいりますというく

だりがあるのですけれども、先ほど説明した、こ

れがこれなのでしょうか。そうではなくて、また

別に２分の１。 

 私は、例えば公立の学童の保育料が、例えば１,

０００円だとして、民間が２,０００円だとすれ

ば、その差額の１,０００円の２分の１だから５０

０円を補助するという解釈でこれを読んでいたの

ですけれども、だけれども、この解釈はこの表で

すよということでいいのですか。 

○平松委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 施政方針に書いてある

ことが、こちらの学童保育の保育料減免補助金

というものになります。 

 半額助成にはなっていない。民間の学童保育

というのが、施設によって金額が違うので、要

項上は最大で今現在４,０００円が一番の上限と

なっております。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、施政方針で書かれて

いる２分の１に相当する額を補助して保護者の軽

減を図りたいということには、至っていないとい

う考え方でよろしいのでしょうか。 
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○平松委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 そうですね。令和３年

度までは、そこに至っていないと思います。 

 それで、今回の９月の定例会で提案させてい

ただきましたけれども、学童保育料の民間と、

今はまず町営の学童保育料の適性化をして、そ

れがどうなるか分からないので、その後、今年

度末までにいろいろと精査して、学童保育クラ

ブ保育料減免補助金のほうを民間と町営の差が

なくなるように改正をして、これから制度設計

していくところで考えております。 

 田村委員おっしゃるとおり、去年までは半額

程度補助するというところに……。（「暫時休

憩」と発言する者あり） 

○平松委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時５０分 休憩 

───────────── 

午後 ２時５４分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開を

いたします。 

 先ほど、田村委員の質問に対しまして、子育て

支援課長の答弁、これはちょっと勘違いがあっ

たということで、取消しをしたいということな

のですが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、改めて田村委員の質問

に、子育て支援課長、答弁をお願いします。 

 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 ありがとうございま

す。 

 先ほどの質問だったのですけれども、例えば

１万５,０００円の学童保育料のところに対して

は、４,０００円の補助を最大で行っていまし

て、七飯町の学童保育料が７,０００円ですの

で、１万５,０００円から７,０００円を引くと

８,０００円になりますので、その８,０００円

の２分の１の補助はしているということで、２

分の１相当の補助はしているということで御理

解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○平松委員長 田村委員、よろしいですか。 

○田村委員 はい。 

○平松委員長 ほかに質疑はありますか。 

 副委員長。 

○若山副委員長 ２点ほどになるかなと思うの

ですけれども、まずナンバー１のところで、委

託料で子育て短期支援事業が執行ゼロのような

感じで書かれているのですけれども、当初予算

で１３万７,０００円ですか上がっていて、これ

のゼロになった経緯というか、補正のときに説

明があったのかもしれないのですけれども、一

応お願いしたいなというふうに思います。 

 それと、ナンバー３の学童保育クラブの運営

を行うということで、一番最後に負担金補助金

交付金ということで三つ、はっぴーくらぶ、あ

んドーナツクラブ、学童保育ｓｋｉｐとか、そ

れぞれ補助金の額が違って上がっているのです

けれども、この金額の計算式というか、人数に

よる案分だとかその辺のところと、それぞれの

学童保育をしているところというのは、何人ぐ

らい確保してやっているのかどうかというの

と、今回値上げがあるので学童保育クラブの条

例を見たら、指定管理制度もできるとかという

ような規定になっていて、それが導入されずに

こういう形で決算されているのですけれども、

どちらのほうが効率的なのかとか、その辺の検

討をしたようなものがあったのかどうか、そこ

のところの過去の考え方というのですか、そう

いうのはあればちょっと教えてください。 

 以上です。 

○平松委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 まず、短期支援事業に

関してですけれども、こちらのほうは必要な子

どもとお母さん、お父さん、必要な世帯があれ

ば使うという仕組みになっているので、令和３

年度については、実績がなかったということで

す。整理予算のときに出してしまうと、その後

どれだけの親子が必要としてくるかというとこ

ろがなかなか予測が難しいので、こちらのほう

については整理予算で落とすべきものではない

と考えているので、予算では落とさずに執行残

ということで計上させていただきました。 

 それから、学童保育クラブの放課後児童健全

育成事業補助金については、その施設の人数と
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か運営している時間帯ですとかで委託料の金額

が変わってきますので、単純な方式というので

すかね、そういうようなものはございません。 

 それから、子どもの数なのですけれども、

はっぴーくらぶは、はっぴー１とはっぴー２と

いうのがあって、それぞれ定員が４０名ずつな

のではっぴーくらぶは定員でいくと８０名にな

ります。それから、あんドーナツクラブは定員

が４０人、それから学童保育ｓｋｉｐについて

は定員が４０人です。あんドーナツと学童保育

で金額が同じ定員なのに違うのですけれども、

これは実績報告のときに何人入ったかというと

ころで実際の金額が変わってきます。 

 それから、指定管理についてなのですけれど

も、指定管理のメリットもあるのですけれど

も、民間は民間で延長時間を少し長くしたりで

すとか、晩ご飯で軽食を出してくれたりとかと

いう独自のサービスをやっているので、民間に

は民間のよさがあるということ。それから指定

管理については、これまでも検討はしてきてい

るのかなというところですけれども、メリット

デメリットを考えてこれから検討していっても

いいかなというふうには考えております。 

 以上です。 

○平松委員長 若山副委員長。 

○若山副委員長 最初のナンバー１のところは

分かりました。 

 それで、ナンバー３のところの補助金の三つ

の学童保育クラブのあれなのですけれども、定

員はそうなのですけれども、実際ほぼこれは満

員状態というか、そういうような運営形態に

なっているのかどうか。民間と町立との数でバ

ランスとか考えてあれしたときに、どうなのか

なと。みんなどっちを利用するのかなとかを含

めて、そこのところをちょっと分かればお聞き

します。 

○平松委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 民間のほうでは、はっ

ぴーのほうは、はっぴー１とはっぴー２を合わ

せて４５名ぐらいですね。あんドーナツで２０

名弱、ｓｋｉｐで令和３年度で、平均してです

けれども３０人ちょっと、それぐらいの利用人

数になっております。 

 以上です。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 質疑をこれにて終わります。 

 以上で、子育て支援課に対する審査を終了いた

します。 

 子育て支援課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時０１分 休憩 

───────────── 

午後 ３時１０分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続きまして、再開を

いたします。 

 皆さんにお知らせがあります。 

 先ほど、子育て支援課長のほうの答弁に対し

て、取消しを委員長の名前で発したのですけれど

も、理事者側の発言に関しましては、議事録を精

査し、そこの文章の取消しを特別委員会の期間中

に提出があります。それをここで審議するという

ことですので、御承知おき願いたいと思います。 

 それでは、健康推進課の審査を行います。 

 健康推進課長、御苦労さまです。 

 資料の事業決算の具体的な内容については、

特段の説明がない限り、「記載のとおり」でよ

ろしいです。 

 それでは、健康推進課長、決算書及び提出資

料に基づき、説明をお願いいたします。 

 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、健康推進課所管分の令和３年度一般

会計歳入歳出決算の状況について御説明をさせて

いただきます。 

 資料共通様式でございます。 

 ナンバー１、子育て世代包括支援センター運営

費は、当初予算額６万８,０００円、補正予算額ゼ

ロ円、予算現額６万８,０００円に対し、支出済額

６万７,６４４円、不用額３５６円で、執行率は９

９.５％になります。 

 事業目的は、子育て世代に対する支援を包括的
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に行うための経費であり、補正の主なもの、歳入

の状況、支出状況等は、記載のとおりでございま

す。 

 ナンバー２、事業名、保健衛生総務費は、当初

予算額１,０５１万５,０００円、補正予算額４７

６万６,０００円、流充用額３６３万２,０００

円、予算現額１,８９１万３,０００円に対し、支

出済額は１,８５３万８,１０７円、不用額３７万

４,８９３円で、執行率は９８.０％になります。 

 事業目的は、保健衛生事業を円滑に行うための

もので、支出状況等は記載のとおりとなってござ

います。 

 ナンバー３、事業名、保健指導車管理費は、当

初予算額４９万円、補正予算額マイナス２万１,０

００円、予算現額４６万９,０００円に対し、支出

済額は４４万９,８６２円、不用額１万９,１３８

円で、執行率は９５.９％となります。 

 事業目的は、保健指導車４台分の運行軽費で、

支出状況は記載のとおりとなってございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー４、疾病予防等保健対策費は、当初予

算額７,２６７万３,０００円、補正予算額マイナ

ス９３０万円、流充用額５６万１,０００円、予算

現額６,３９３万４,０００円に対し、支出済額は

５,８６０万１,６８５円、不用額５３３万２,３１

５円で、執行率は９１.７％になります。 

 事業目的は、防疫、健診及び疾病予防等を行う

もので、支出状況は記載のとおりとなります。 

 ナンバー５、事業名、母子保健対策費は、当初

予算額２,０４６万４,０００円、補正予算額３万

円、予算現額２,０４９万４,０００円に対し、支

出済額は１,８１４万２,９５５円、不用額２３５

万１,０４５円で、執行率は８８.５％になりま

す。 

 事業目的は、乳児健診などの母子保健対策を行

うもので、支出状況は記載のとおりとなります。 

 次のページになります。 

 ナンバー６、事業名、成人保健対策費は、当初

予算額２,１４５万４,０００円、補正予算額マイ

ナス４８万３,０００円、予算現額２,０９７万１,

０００円に対し、支出済額は２,０２０万４,５８

６円、不用額７６万６,４１４円で、執行率は９

６.３％となります。 

 事業目的は、各種健診などの健康増進を行うも

ので、支出状況は記載のとおりとなります。 

 ナンバー７、新型コロナウイルスワクチン接種

事業費は、当初予算額１億１,７０１万２,０００

円、補正予算額１億１,７８０万１,０００円、予

算現額２億３,４８１万３,０００円に対し、支出

済額は２億３,００４万７,５１６円、不用額４７

６万５,４８４円で、執行率は９８.０％になりま

す。 

 事業目的は、新型コロナウイルスワクチン接種

を円滑に行うもので、支出状況は記載のとおりと

なります。 

 次のページになります。 

 ナンバー８、事業名、保健センター管理費は、

当初予算額５０１万２,０００円、補正予算額５６

万円、予算現額５５７万２,０００円に対し、支出

済額は５４６万５,３４９円、不用額１０万６,６

５１円で、執行率は９８.１％になります。 

 事業目的は、保健センターの維持管理に関する

経費で、支出状況は記載のとおりとなります。 

 共通様式については、以上でございます。 

 次に、資料についての説明をいたします。 

 様式２のナンバー１、予算流用及び予備費充

用の状況についてですが、町内で感染が急拡大

したため、抗原検査試薬を購入する必要があ

り、予備費で対応したこと。また、健診に必要

となる検査機器が老朽化のため故障したことに

伴い、予算の流用を行ったというものでありま

す。 

 ４件目からは、新型コロナウイルスに感染し

自宅療養をされている方に対し、町として３日

分の支援物資を提供するため、緊急性を要する

ことから物資支援委託と消耗品を予備費より充

用し対応したものでございます。 

 説明については、以上となります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○平松委員長 ありがとうございました。 

 これより質疑を行います。質問ありません

か。 

 横田委員。 

○横田委員 共通様式の４番、１２節委託料の高
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齢者肺炎球菌感染症予防接種委託料とあるので

すけれども、これはどういう方が受けられる権

利があって、委託料をもらえるのか。 

 以上、１点お願いします。 

○平松委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 お答えしてまいります。 

 肺炎球菌委託料でございますけれども、これ

につきましては、６５歳以上の方を対象に、定

期的に５歳刻みで町のほうで助成をさせていた

だいています。６５歳のときに１回打つと、今

度７０歳だとか、毎年の区切りもそうなのです

けれども、そこは自己負担になってくるという

ことで、５歳刻みでの肺炎球菌を促すという

きっかけづくりのために、国のほうで助成して

支払っているという内容のものでございます。 

 以上です。 

○平松委員長 横田委員。 

○横田委員 そうすると、この委託料ができてか

ら、できる前に、例えばかかった方は打っても

権利がないのか、あるのか、どちらなのです

か。 

 言っている意味、分かりますか。 

 委託料が始まったのがいつなのか、ちょっと

僕もはっきり分からないのですけれども、その

始まる前に１回目の接種を受けた方には、権利

がないということなのか、あるのかというこ

と。 

 言っている意味、分かりますか。 

○岩上健康推進課長 分かりません。 

○横田委員 １回目に、例えば平成３０年から委

託料が始まりましたよということになれば、その

前に、例えば個人で１回目の接種を受けた方は権

利があるのか。 

 結局、その後の場合には１回だけは権利があり

ますよということを言っていると思うのですよ。

その場合にはどうなるのかということをお聞きし

ます。 

○平松委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 町のほうの委託金というこ

とで助成みたいな形になるのですけれども、横田

委員おっしゃるとおり、制度が始まったきっかけ

というところから高齢者に肺炎球菌を促して毎年

受けていただきたい。一つのきっかけづくりとし

て国のほうで捉えた事業でございますので、例え

ば制度が始まる前に御自身で打たれていれば、そ

ういう習慣というか意識が高いというふうにみな

して、町のほうでその方に対する接種券の御案内

というか助成の案内はしないのですけれども、そ

の制度が始まってから全く受けたことがない人に

とっては、将来的にそれを打っていただきたいと

いう促しのために、１回分は５歳刻みで助成させ

ていただいているという内容でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ。 

 令和３年度から５歳児健診が実施になってい

ますけれども、５歳児の健診の対象人員と、そ

れからケアだとか、サポートが必要な人ですよ

ね、そういう人が何人出てきたか。それを

ちょっと教えてください。 

○平松委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 ５歳児健診に関しまして

は、去年から具体的に始まった事業ということ

で、いろいろ最初は、やり方も様々模索しなが

らどういうふうにやっていったらいいのかとい

うふうに検討して今現在あるわけなのですけれ

ども、対象人員につきましては、おおむね３歳

児健診だとか保健師が個別訪問とかで分かり得

る情報の中でピックアップして御案内している

という状況でございます。 

 本来であれば１学年１６０人ぐらいが平均し

て七飯町のほうで今お子さんがいらっしゃるの

ですけれども、その年、年によって人数は変

わってきますけれども、おおむね大体その人数

に対して５歳児健診の必要性があったというの

が２０件から３０件程度。 

 その中で支援につながる子、あるいは普通学

級でも何とかやっていけるだろうということを

専門機関の皆さんと協議しながら、そのお子さ

んの学習だとか希望に沿った形で、親御さんだ

とかそういう方々と相談した上で学校につなげ

ていくという取組を行ってございます。 

 サポートの数については、その時々の、去年

の実績が今のところまだ継続している部分もあ
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りますので、今これから入学に向けてどういう

ふうになるのかというのは、今現在、検討を重

ねている最中ということで御理解いただければ

と思います。 

 以上でございます。 

○平松委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、私はてっきり、５歳

児健診というのは５歳児全員が対象なのかなと

いう先入観があったのですけれども、いろいろ

な人の話合いの中で２０から３０名をピック

アップしながら、その人方に対する検査だと

か、話合いだとか、ケアだとか、サポートだと

かというような対応をしていくという、したと

いう考え方で、あくまでもこれは５歳児全員で

はないよという考え方なのですね。 

○平松委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 委員おっしゃるとおりで、

町内の小児科の先生方ともいろいろ協議を繰り返

した中で、全員受ける必要性はないのではないか

と。明らかに心配されている子ども、明らかにそ

ういうふうな特性が見えるという方々をピック

アップして、より精度の高い支援に結びつくよう

な調査を交えながらのサポートをやっていったほ

うがいいのではないかということの流れで、ある

程度該当者を絞った中で円滑に健診業務、そして

就学につなげていくということで、今まさに５歳

児健診が始まったお子さんは、来年の就学に向け

てということで、関連する関係機関といろいろ取

り組まれているのかなというふうに認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○平松委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 質疑を終わります。 

 以上で、健康推進課に対する審査を終了いたし

ます。 

 健康推進課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時２５分 休憩 

───────────── 

午後 ３時２５分 再開 

○平松委員長 休憩前に引き続き、再開をいたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 本日予定していた審査は全て終了いたしまし

た。（「委員長」と呼ぶ者あり） 

 田村委員。 

○田村委員 その他で資料要求したいのですが、

よろしいでしょうか。 

○平松委員長 構わないですね。明日以降の分と

いうことですよね、当然。 

○田村委員 そうですね、今までの分と明日以降

の分です。まとめてですけれども。 

 といいますのは、金曜日に政策推進課の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の事業実績の説明があったのですけれども、そ

の説明は説明でいいのですが、私としては、財

産の買入契約の状況、それからその他の契約の

状況、それをそれぞれ分類してコロナの事業に

関して出していただきたいというふうに考えて

います。 

 よろしくお願いします。 

○平松委員長 暫時休憩します。 

午後 ３時２７分 休憩 

───────────── 

午後 ３時３４分 再開 

○平松委員長 休憩前に続いて、再開をいたしま

す。 

 ただいま田村委員のほうからコロナ対応に関

するいろいろな契約とか、そういったものの検

証をしたいと。各課にわたる分、８０万円以上

のものに関する資料要求をしたいという要望が

ありました。特別委員会として、これを認める

かどうか皆様方の御意見を聞きたいと思いま

す。 

 認めてよろしいでしょうか。異議はないです

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 それでは、改めてこの件に関しま

しては、各課に８０万円以上の契約ですとか、検

証に必要な資料の提出を求めたいと思います。

（「委員長」と呼ぶ者あり） 

 上野委員。 

○上野委員 追加資料をひとつお願いしたいので
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すけれども、いいですか。 

○平松委員長 どうぞ。 

○上野委員 商工観光のほうですけれども、ナン

バー１６に関連して、峠下の流通団地につい

て、実際にこれまで造成したのはどのくらい

で、販売が終わったのがどのくらいか。それか

ら、取組の状況なんかに関する資料がありまし

たら、ぜひお願いしたいと。 

○平松委員長 皆さんにお諮りいたします。 

 商工観光、もう済んでおりますけれども、これ

について……。（発言する者あり）田村委員のは

要求することが決まりました。 

 改めて、上野委員の今の資料要求ですが、これ

について皆さん方、要求しますか。することに対

して御異議ありませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 土地造成の会計ですよね。今年度で

終わった事業ですよね。皆さんも前回のとき、質

疑応答がなくて通ってしまったというわけですよ

ね。今ここでというのは、新たに何かが出てきた

というのなら分かるけれども、田村委員のように

疑義があるとかというのならいいけれども、そう

いうものがなくて出されるであれば、止めどなく

いろいろなものが出てくるのではないかと思いま

すので、僕は必要ないと思います。 

○平松委員長 ほかに御意見は。 

 畑中委員。 

○畑中委員 峠下の流通団地というのは、既に販

売も終わって整理ついている件だなというふうに

私は考えているのです。ですから、令和３年度の

決算には関わりないのではないかと思うのですけ

れども。それで私は必要ないなと。ただ何となく

漠然として資料が欲しいというのであれば、この

あれではちょっと無理ではないかなと思います。 

○平松委員長 上野委員にお聞きします。 

 何か、理由をもう一度説明願えますか。それと

も取り下げますか。 

○上野委員 取り下げます。 

○平松委員長 取下げになりましたので、それ

では、資料要求としては、田村委員のコロナ関

連の８０万円以上の、これは要求をいたしま

す。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 お諮りいたします。 

 本日の予定していた審査は、全て終了いたし

ました。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平松委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これをもって終了いたしま

す。 

 皆様、御苦労さまでした。 

午後 ３時３８分 散会 
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